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独立行政法人森林総合研究所の平成１７事業年度の評価結果について

１ 総合評価の評定

（Ａ ： 中期計画に対して概ね順調に推移している。）

農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会（以下「分科会」という ）が、独立行政。

法人森林総合研究所 以下 研究所 という の平成１７年度の業務の実績について 独（ 「 」 。） 、「

立行政法人林木育種センター及び独立行政法人森林総合研究所の業務の実績に関する評価

基準」により、中期目標及び同目標に基づき作成された中期計画の達成度合いを客観的に

判断するため評価単位を設定し、取り組むべき課題の達成状況を評価し、その結果を基本

として総合評価を行ったところ、中期計画に対して概ね順調に推移していると判断された

ことから、上記の評価結果（Ａ）とした。

なお、評価は、設定した評価単位ごとに、研究所が行った自己評価結果の提出・説明を

受け、当該資料の調査・分析を基本として行った。

２ 大項目の評定

「業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 「国民に対して提供する」、

サービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 「予算（人」、

件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画 「その他主務省令で定める業務運営に関。） 」、

する事項」の各項目について、何れも中期計画に対して概ね順調に推移していると判断さ

れたことから（Ａ）と評価した。

３ 業務運営に対する総括的な意見

研究所の業務運営の改善に資するため、分科会は以下のような意見を述べた。

(1) 目標は数値では達成されている。

(2) 研究者１人ひとりは、研究成果が森林経営等の現場に応用されることを十分認識し、そ

のための努力を行うことが望まれる。

(3) 研究所は、個々の研究成果を結びつけて、それらを的確に広報、普及する仕組みを構築

するなど実務展開に結びつく取り組みを行うことを期待する。



平成１７年度業務の実績に関する評価

〔森林総合研究所分〕

・ 評価単位の評価シート

評価単位ごとに法人が作成し分科会に提出された評価シートであり、分科会はこれらを

分析・調査した上で評定を行うとともに必要に応じコメントを付している。

・ 大項目の評価シート

各大項目に係る評価単位の評定を基礎として、大項目ごとに評定を行うとともに必要に

応じコメントを付している。

・ 総合評価の評価シート

全評価単位の評定を基礎として、総合評価を行うとともに必要に応じコメントを付して

いる。

・ 補足資料

分科会から森林総合研究所に対して補足説明を求めて得た情報である。



目 次

頁大項目及び評価単位

大項目 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

1-4１ 業務の効率化

5-7２ 競争的研究環境の整備

8３ 施設、機械の効率的活用

9-11４ 研究の連携・協力

12-14５ 研究支援業務の効率化及び強化

15-16６ 事務の効率的処理

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標

を達成するためとるべき措置*

17-191(1) ア 森林における生物多様性の保全に関する研究

20-221(1) イ 森林の国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の高度発揮に関する研究

23-251(1) ウ 森林に対する生物被害、気象災害等の回避・防除技術に関する研究

26-281(1) エ 多様な公益的機能の総合発揮に関する研究

29-321(1) オ 地球環境変動下における森林の保全・再生に関する研究

33-341(1) カ 効率的生産システムの構築に関する研究

35-361(1) キ 森林の新たな利用を推進し山村振興に資する研究

37-391(1) ク 木質資源の環境調和・循環利用技術の開発に関する研究

40-421(1) ケ 安全・快適性の向上を目指した木質材料の加工・利用技術の開発に関する研究

43-451(1) コ 生物機能の解明と新素材の開発に向けた研究

46-471(1) サ 森林・林業・木材産業政策の企画立案に資する研究

481(2) きのこ類等遺伝資源の収集、保存

49２ 分析及び鑑定

50-51３ 講習

52４ 標本の生産及び配布

53-55５ 行政、学会等への協力及び国際協力

56-59６ 成果の公表、普及、利活用の促進

大項目 第３ 予算、収支計画及び資金計画

60経費（業務経費及び一般管理費）節減に係わる取り組み

61-63受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係わる取り組み

64法人運営における資金の配分状況

大項目 第６ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

65１ 施設及び設備に関する計画

66-67２ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む ）。

68参考資料 具体的指標の自己評価シート 総括票

69-71平成１７年度 大項目の評価

72平成１７年度 総合評価

大項目第２ １．試験及び研究並びに調査（１）研究の推進方向*



- 1 -

平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）１ 業務の効率化

評価単位 １ 業務の効率化

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

「先端的な科学技術の導入と開発に積極的に取り組むとともに、機動的かつ効果的な業

務運営を行い、自己評価によって計画的に業務の改善と効率化を図る （中期計画）た」

め、

・業務運営のスムーズな執行と業務の継続的改善を促すために、業務の自己点検システム

の改善を図り、 （計画－実行－評価－改善）サイクルの定着化を図る。PDCA
・研究評議会を開催し、森林総合研究所への要望、提案を広く集約し、その結果を所の運

営に反映させる。

・エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく中期計画書により、省エネに努める。

、 、 、・職員の資質向上を図るため 所内研修 外部主催の研修等に積極的に参加させると共に

国内留学および海外留学を積極的に支援する。

・国内及び外国の学会誌並びに森林総合研究所研究報告等への論文投稿を促し、研究者一

人当たりの主要学会誌等掲載論文数は 報を上回るよう努める。0.8
・運営費交付金にかかる業務費及び一般管理費について、前年度比１％の経費節減を実施

する。

実施結果（ 年度実績）17

創立百周年を記念して、平成 年 月 日に、独立行政法人森林総合研究所のミッシ17 11 1
ョンステートメントを公表し、研究所の存在意義と任務をより明確なものとした。

当所のミッション（研究所の存在意義）は 「森林総合研究所は、森林・林業・木材産、

業に係わる研究を通じて、豊かで多様な森林の恵みを生かした循環型社会の形成に努め、

人類の持続的発展に寄与します」というものであり、ビジョン（ミッションを果たすため

の研究所のあるべき姿）は 「日本の将来にとって、なくてはならない先導的研究機関と、

なることを目指します 、さらにタスク（ミッションを実現するための具体的役割）は、」

「 科学技術の発展に寄与します 行政施策の推進に寄与します 社会活動の活性1. 2. 3.
化に寄与します 国際協力の推進に寄与します」として、当所のホームページに公表4.
した。

業務改善については、 年度に運用を始めた業務運営点検システムについて、 年度15 16
には業務運営システム運用規則を策定し、課・科・研究領域・支所等の単位ごとに業務点

検表を作成して、年度目標の設定 、実施 、実施状況の点検 及び改善点の抽出と明(P) (D) (C)
確化 というサイクルを実施してきた。 年度は、年間の目標を立てその実施と達成状(A) 17
況を点検するシステムの運用とその効果について、組織単位内での説明や議論を活発に行

うように努めた結果、職員の理解が深まり、また、各組織の年度計画を開示するなどによ

り サイクルによる自己点検システムが定着しつつある。PDCA
また、研究開発（ ）委員会を平成 年 月に立ち上げ、第Ⅱ期の中期計画に向けR/D 16 3
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て 組織体制 業務運営や研究推進方向の検討を行うとともに 平成 年 月からは 次、 、 、 「17 8
期中期計画に向けた研究体制検討委員会」に移行させ、非公務員化への対応、研究課題の

設定や推進体制の改善等の第Ⅱ期中期計画の策定に必要な具体的な検討を進め、その結果

を基に将来計画について全所的な議論を経て中期目標に即した第Ⅱ期の計画の策定を行っ

た。

研究評議会については、研究評議会委員として 名の外部有識者（委員総数は 名で任7 9
期は 年）を招き、平成 年 月に開催した。平成 年度研究評議会の指摘事項に対2 17 11 16
する対応及び平成 年度の活動報告を行った後、平成 年度独立行政法人評価委員会林16 16

、 。野分科会において指摘された事項に対する対応方針を示し 各委員から幅広い助言を得た

研究所の評価及び広報に対して委員から指摘された事項への対応の一例を挙げると 課、「

題設定時に外部委員からの評価を受けるべき、また民間からの意見を聴取すべき」との指

摘については、平成18年度開始予定の交付金プロジェクト候補課題6課題についてワーク

ショップを開催し、大学や民間などからの意見を求め、それらを研究計画策定の資料とし

て活用したこと、また 「研究成果選集に参考資料や文献を入れること、トピック的な説、

明文を出してほしい」との指摘については、公表された成果については全て参考資料や文

献を掲載したこと、トピック的な説明は目次に掲載し、さらに関心の高いものについては

をホームページ上に作成中であること等を報告し理解を得た。Q&A
支所（北海道、東北、関西、四国、九州）においても平成 月に、それぞ17 2 3年 月～

れ支所研究評議会を開催し、 名の外部有識者に各支所の業務運営、研究概要、主要3 ～４
成果を報告し、意見や助言を得た。また、地域ニーズに対応した研究、全国を対象とした

研究の地域分担研究、地域の連携強化等に関して、今後の支所運営への助言を得た。

省エネへの取り組みについては、一部の照明器具を省エネ型に、また、トイレ、更衣室

などに人感センサー式を採用するなど省エネ対策により、電気使用量を削減した。また、

それに関連した活動としては、平成 年に成立した「環境情報の提供の促進等による特16
（ ）」 、定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 環境配慮促進法 に基づき

既存の水質汚染防止委員会や省エネ省資源対策推進委員会に加えて、環境委員会を立ち上

げ、事業活動に係る環境配慮の取り組みについての検討を行うなどの活動を行い、環境報

告書を刊行した。

職員の資質向上については、農林水産省、林野庁、人事院等が主催する各種行政研修、

技術研修及び採用研修などに積極的に参加させた。また、所内においても引き続き中堅研

42究職員研修・所内短期技術研修等を実施したほか 英語等研修を実施するなど 併せて、 、

件の研修に 名（平 年度 名）を受講させ、職員の資質向上を図った。13 16 1396

各種研修受講者数の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

１３８ １２３ １５４ １３９ １３６研修受講者数(人)

３２ ２９ ３３ ３４ ４２研修件数（件）

当所が主催した主な研修は以下のとおり。

英語会話能力を高め、関連業務・国際会議等に対応でき得る能力を習得するため、英語

研修を実施した。本支所、多摩科学園、試験地で合計 名（本所 名、北海道 名、東25 8 3
北 名、関西 名、四国 名、九州 名、多摩科学園 名）が受講し、英語能力の向上に4 1 3 5 1
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努めた。また、仏語研修（北海道１名 、中国語研修（関西１名）も行った。受講後の所）

感では、リスニング、ヒヤリングなど英語力が向上したとする受講者が大半で、表現力が

豊かになり、自信がついたとの意見が寄せられる等、職員の資質向上につながった。

海外留学については、海外特別研究員制度及び在外研究員制度等を活用し、 名の若手4
研究員を海外研究機関へ 年間派遣した。1~2
国内留学については、国内留学・流動研究制度により府立大学に 名の研究員を ヶ月1 6

の期間派遣した。また、社会人学生制度で 名が大学院に在籍している。4
、 、 、 、今年度の博士号取得者は農学博士 名 理学博士 名 学術博士 名 工学博士 名15 1 1 1

林学博士 名で、総取得者は 名となった。これは研究職の に該当する。1 276 60%

農学博士 ２２６ （１５）

理学博士 ２９ （ １ ）

学術博士 ８ （ １ ）

地球環境学博士 ４

工学博士 ４ （ １ ）

＊内訳は、環境科学博士、 人間環境学博士、医学その他 ５＊（ １ ）＊

博士、林学博士、哲学博士各 名合計 ２７６ （１９） １

学位取得者の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

５ １３ ４ １０ １９学位取得者数

論文報告数については、研究者一人当たりの実績値は 報（査読審査を行っている0.97
、 ） 、 、 、原著論文 報 研究職員数 人 となり 平成 年度 報 平成 年度 報442 454 13 0.77 14 0.83

平成 年度 報、平成 年度 報と確実に改善することができた。研究職員業績15 0.91 16 1.07
評価システムの研究業績の部において、原著論文の発表を高く評価している との効果がこ

研究職員に強く認識されるようになった結果と推察できる。

論文報告数の推移

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

論文報告数 ４４２３５９ ３８４ ４１９ ４８９

０．７７ ０．８３ ０．９１ １．０７ ０．９７研究員一人当たり

Journal of Forest Research Journal of Wood Science Applied Entomology主な学会誌等は、 、 、

and Zoology Ecological Research Forest Ecology and Management Holzforschung Plant and、 、 、 、

、 、 、 、 、Cell Physiology Tree Physiology Molecular Ecology Phyton Soil Science and Plant Nutrition
、 、 、 、 、森Tropics Annalus of Botany Biochemical Journal Plant Ecology Plant Molecular Biology

、 、 。 、林総合研究所研究報告 森林利用学会誌 日本鳥学会誌等である 英文投稿数は 報で236
平成 年度 報、平成 年度 報、平成 年度 報、平成 年度 報と推移13 172 14 174 15 222 16 219
しているが、常時 ％を上回るよう今後とも努力が必要である。50
また、これらの業績に対して多くの研究者が学会等から評価され、文部科学大臣賞、日

本林学会賞、日本木材学会賞、森林利用学会賞などの学会賞を奨励賞を含めて平成 年13
度から 年度まで順に、 件、 件、 件、 件、 件の計 件受賞した。支援業務に17 11 3 4 5 10 33
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おいては、文部科学省の創意工夫功労者や林業科学技術振興賞を受賞した。

経費削減については 業務費及び一般管理費について、前年度比 の削減を達成する、 1%
ため、業務の優先度に基づく執行や資金の使途毎の支出限度額の設定による目標管理等、

執行予算の管理体制を 年度に引き続き強化した。執行予算に係る担当課との事前調整16
や会計システムを活用したきめ細かな実情把握等、資金の計画的・効率的運用に努めた結

果、業務費・一般管理費全体で前年度比 ％の節減ができた。1.2

○運営費交付金、及びそれに係る業務費と一般管理費の決算額（単位：千円）

( )平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 対前年度比13 14 15 16 17

運営費交付金 （ ％）8,876,336 8,885,802 8,507,575 8,867,209 8,650,402 97.6

( )平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 対前年度比13 14 15 16 17

業 務 費 ％）1,331,487 1,339,312 1,316,327 1,316,599 1,290,826 98.0(

一般管理費 （ ％）1,096,159 1,066,534 1,047,701 1,009,245 1,006,774 99.8

合 計 ％）2,427,646 2,405,846 2,364,028 2,325,844 2,297,600 98.8(

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

99.0% 98.3% 98.4% 98.8%対前年度比推移 －

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

ミッションステートメントの公表で任務を明確にしたこと、

サイクルによる自己点検システムを定着させたこと、PDCA
研究評議会を開催し本支所において多くの助言を取り入れたこと、

省エネや環境配慮の活動に取り組んだこと、

博士号取得への働きかけや指導等により新規の学位取得者数が大きく増加したこと、

研究者の意識を高め、原著論文数の中期計画を達成したこと、

業務費及び一般管理費について、引き続き予算管理体制を強化し、資金の効率的運用を

図ることができたこと、

を評価して業務の効率化の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

研究業績については、論文評価のみならず、業績の質、行政施策等実務への展開等にも配

慮すべきである。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）２ 競争的研究環境の整備

評価単位 ２ 競争的研究環境の整備

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

「外部資金を積極的に活用し、研究資源の集中投資による競争的環境を整備し、研究資

源の傾斜配分を行う （中期計画）ため、」

・研究に関連する政策、社会情勢等の最新情報の収集を行い、積極的に外部資金へ応募

し、獲得に努力する。

・研究課題の推進に当たって、実行課題を単位にプロジェクト形式で進行管理するとと

もに、外部評価者を入れた研究課題評価システムの定着と改善を更に進め、効果的な

研究推進のため、事前・中間・事後の評価結果を予算に反映させた研究資源の傾斜配

分を行う。

実施結果（ 年度実績）17

外部資金の活用については、研究管理官を中心とする研究戦略会議を 回開催し、研45
究プロジェクトの企画・立案の作業を迅速かつ効率的に行った。

また、関連学会や各種講演会において積極的にプロジェクトの研究成果を発表すること

に努めるとともに、情報収集を行った。その結果、平成 年度中の応募による外部資金17
5 182 16 48の獲得では、 種類の資金制度に合計で 件（平成 年度中 件）の応募を行い、１４４

（ ） 。 、 。件 平成 年度 件 の採択を得た これは 農林水産関係の中でも高い数値であった16 35

外部資金獲得の応募数と採択件数

応募先 応募件数 採択件数

文部科学省 科学研究費補助金* １６０ ４０

〃 科学技術振興調整費 ２ －

環境省 地球環境研究総合推進費 ４ ０

〃 地球環境保全等試験研究費 ５ １

農林水産省 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 １１ ７

合 計 １８２件 ４８件

*：科学研究費補助金ではこのほか40件の分担課題での応募があった（平成16年度中40件）

競争的研究資金への応募を所員へ促すため、昨年度に引き続き、募集に関する情報を電

子メール等で迅速に流すとともに、常時、所内向け情報サーバの研究戦略情報に最新の競

争的研究資金に関する情報を掲載した。その結果、文部科学省科学研究費補助金について

は、応募件数および採択件数が大幅に増加し、採択率も16年度の から に上昇24.3% 26.4%
した。

若手研究職員には、特に記入要領の講習会を開催して応募書類の記載技術の向上を図っ

た結果、若手の科学研究費補助金への応募数が大幅に増加し、採択率も維持できた。競争

、 、 。的資金への応募状況 資金獲得状況 若手研究者の応募状況の推移を参考資料1に示した
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研究資源の傾斜配分については 実行課題の評価結果を踏まえ、以下のとおり、予算の、

重点配賦を実施した。

一般研究費の研究課題への配分に際し、実行課題毎に、研究分野評価会議の評価結果、

前年度の主要研究成果及び広報活動への貢献、必要経費の査定、人的勢力投入量等による

予算査定方針に従って、分野別研究推進会議を経て申請された予算要求を精査し、研究戦

略会議において予算の傾斜配分を行った。

また、運営費交付金プロジェクトについては、平成 年度に新規に開始した 課題及17 ５

び継続中の 課題ともに外部評価委員の事前及び年度評価結果を受けて、研究戦略会議18
において重点的な予算配分を平成 年度予算に反映させた。また、次期中期計画に必要17
な課題のプロジェクト化を図るため、４課題のフィージビリティ研究課題を実施した。

さらに、競争的資金のうち、研究費の 以上の額が間接経費として配賦される研究30%
プロジェクト課題については、課題担当者にインセンティブを与えるために間接経費の

を研究環境改善予算として配分する制度を継続し運用の改善を図った。平成 年度30% 17
配分総額は 千円（平 年度 千円）であった。17,383 16 9,076
また、研究用機械の整備により研究の一層の発展と効率化を図るため、分野別研究推進

会議を経て申請された研究用機械整備要求について、必要性や緊急性などの申請理由を精

査して配分を行った。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

研究戦略会議の機動的運営と情報の収集等、競争的研究資金への応募を所員へ促すため

の取り組みの結果、幅広い分野で多様な資金制度のプロジェクトに応募ができ、採択率も

上げられたこと、

研究課題評価の外部評価等に基づく研究資源の傾斜配分を行うとともに、引き続き競争

的資金獲得へのインセンティブを付与するなど効果的な配分を実施できたこと、

を評価し、競争的研究環境の整備の単位をａ＋評定とした。

評価委員会の意見等

・ 積極的に取り組み、確実な実績を上げている。

・ 我が国最大の森林・林業、木材産業に関する総合的な研究機関として、取り組みを強化

し、より一層の外部資金を導入し、研究が活性化することを期待する。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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参考資料１

外部資金獲得への応募状況の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

１８２応募件数総数 ７０ １０３ １００ １４４

４８採択数 １８ ２０ ２０ ３５

(25.7) (19.4) (20.0) (24.3) （26.4）（採択率％）

若手研究者の科学研究費補助金への応募状況推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

６３応募件数 １７ ２２ ２９ ５４

５ ６ ７ １３ ２２採択数

(29.4) (27.3) (24.1) (24.1) （34.9）（採択率％）

競争的資金獲得状況の推移

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度項目 年度

金額 金額 金額 金額 金額省庁名 担当機関 制度名 件 件 件 件 件

数 （千円） 数 （千円） 数 （千円） 数 （千円） 数 （千円）

文部科 本省 科学技術振 5 118,272 4 84,277 2 30,266 3 9,543 2 8,798

学省 興調整費

本省 科学研究費 - 13 48,000 25 67,360 37 108,360 50 127,107－

日本学術 補助金

振興会

農林水 本省 先端技術を 0 0 3 108,390 5 123,225 10 211,316 11 213,934

産省 活用した農

林水産研究

高度化事業

新技術・新 0 0 0 0 2 55,000 2 33,000 2 33,000農業・生物

分野創出の系特定産業

ための基礎技術研究

研究推進機構

事業

環境省 本省 地球環境 14 224,866 13 309,346 8 252,293 8 234,629 9 256,717

研究総合

推進費

本省 環境技術開 1 18,028 1 26,047 1 7,894 0 0 0 0

発等推進費

経済産 (独)新ｴﾈﾙ 産業技術研 1 19,162

業省 ｷﾞｰ・産業 究助成事業

技術総合

開発機構

658,718計 20 361,166 34 576,060 43 536,038 60 596,848 75

科学研究費補助金は当初職員が研究代表者として獲得した課題（分担者分は含まない）

平成17年度最終予算額（農林水産研究高度化事業における再委託での受入分２件は含まない）
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）３ 施設、機械の効率的活用

評価単位 ３ 施設、機械の効率的活用

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

「核磁気共鳴測定装置等の複数の研究分野等が共同利用する施設、機械については、効

率的に活用する （中期計画）ため、。」

・研究所内の共同利用とともに外部との共同研究等を推進し、既存施設・設備の計画的

更新と改修により、効率的活用を図る。

実施結果（ 年度実績）17
施設（生物環境調節施設、二酸化炭素動態観測施設、生物工学研究棟 、 台の機械3 17）

（電子顕微鏡、Ｘ線分析装置、核磁気共鳴測定装置、 シーケンサー等）を共同利用DNA
研究施設・機械運営規則に基づき管理し、研究職員のほか、所外からの研修員や共同研究

者などによる共同利用を進めた。また、その他の機械についても、これまで公立試験場や

民間との共同研究に、木質耐震・快適性工学実験棟、気流式接着剤塗布装置、横型材料試

験機、防火試験装置などが有効に利用されてきたが、当年度は所内交付金プロなどの研究

に県の試験場の研究員が横型材料試験機を利用するなど活用が図られている。

各組織が管理する研究用機械や別棟施設については、良好な状態で職員間の共同利用を

図るため、現有機器等について適切に保守・管理を行うとともに、新規機械の導入に必要

な経費を一部抑制して、既存機械の修理費に充当するなど、機械の効率的運用を図った。

新たに購入した機器についても、共同利用の促進やスペースの有効利用の視点に立った整

備に努めた。

また、施設・設備の効率的活用を図るため、所内の施設整備運営委員会を活用し、現状

の把握を行い、優先度を決定し、施設・設備の更新・改修等を実施し、計画的な整備に努

めた。なお、施設や高額機器の共同利用については、長期的な観点にたって、現有設備の

廃棄を含む老朽化対策とスペースの有効利用を図るべくその対象範囲を広げ、引き続き施

設等の改修を進めている。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

共同利用施設・機械の利用は、順調に行われており、新規機械の導入に必要な経費を一

、 、 、部抑制して 既存機械の修理費に充当するなど 機械の効率的運用を図ったことを評価し

施設、機械の効率的活用の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）４ 研究の連携・協力

評価単位 ４ 研究の連携・協力

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

「大学、民間、国公立試験研究機関、他の独立行政法人との連携・協力及び人的交流を

進め、研究能率の向上を図り研究を効率的に推進する。国有林野事業、地域研究者及び国

際研究機関等との連携を進める （中期計画）ため、。」

・共同研究のほか受託研究、委託研究など他機関との連携、協力を進める。

・引き続き、国有林野との連携を図る。

・多様な地域ニーズに適切に対応するため、ブロックを構成する公立林業試験研究機関

との連携を更に深め、引き続き公立林試の成果選集を刊行する。

・海外の大学・研究所、国際研究機関等との研究連携・協力を積極的に進める

実施結果（ 年度実績）17

共同研究など他機関との連携・協力については、環境研究機関連絡会（防災科学技術研

究所など 研究所）の事務局を担当し、連絡会を 回開催するとともに第 回環境研究11 2 3
機関連絡会成果発表会を開催した。また、民間、大学、試験研究機関等との間で 件の50
共同研究を行った。受託研究については 件、大学等が行う科学研究費補助金による研究9
の分担者としては 件の受託・共同研究を進めるとともに、大学、公立・民間試験研究32
機関に 件の研究委託を行い、研究の効率的実施を図った。242
メーカーとの共同研究では、広葉樹工場残廃材の有効利用、高付加価値木質材料等の開

発、土中埋設用二酸化炭素濃度測定装置の開発、繊維板製造工程における効率的な接着剤

塗装法の開発等、実用化を目指した共同研究を行った。

他機関との研究分担の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

共同研究 ３８ ４５ ６９ ６８ ５０

受託研究 １０ ９ ９１ ９

分担研究 ３０ ２８ ３６ ３６ ３２

研究委託 ６１ １０８ １９６ ２３０ ２４２

、 （ 、 ）国有林野との連携については 国有林内に設定している固定試験地 箇所93 1,011ha
についての調査研究活動を取りまとめて国有林の各組織に報告した。また、国有林の技術

開発課題（ 課題）に参画し共同して調査研究を行った。16
森林技術総合研修所（林業機械化センター 、関東森林管理局利根沼田森林管理署と森）

林総合研究所の 者で、高性能林業機械による作業システムに関する研究及びその最新成3
果の普及を図るための「林業機械化研究・普及推進共同事業」を開始した。また、東北、

関東、中部、近畿中国森林管理局のブナ林を管理する森林官の協力を得て、ブナ林の取り

扱いのみならず、クマなどの野生生物管理にも資する全国規模のブナ林結実調査を開始し
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た。さらに、関東森林管理局東京事務所に保管されていた旧営林局の記録映画を 化DVD
し、森林・林業に関する貴重な映像資料の保存管理に協力した。

公立林業試験研究機関との連携については、本所・支所において各林業試験研究機関連

絡協議会の運営に積極的に関わり、活性化を図った。特に、関東・中部林業試験研究機関

連絡協議会においては、具体的な研究課題に取り組む新たな研究会活動の成果として、家

族経営型のきのこなど特用林産物生産技術の開発についての研究を目的とする「関東中部

の中山間地域を活性化する特用林産物の生産技術の開発」の課題が農林水産研究高度化事

業に応募・採択されるなどの成果を得た。

また、公立林試と当所の連携協力と役割分担に関するアンケート調査を行った結果、各

機関の組織的・財政的苦境が明らかとなり 「地域に特化した研究課題」を推進する上で、

の当研究所への期待が益々高くなっていることから、さらに各機関の様々な状況に柔軟に

対応し共同研究や研修を行うなどの連携協力・役割分担を当所が一層進めていく必要があ

ることが浮き彫りとなり、今後の活動の指針を得ることができた。また、公立林試研究成

果選集№ を編集・発行した。3
海外の大学など国際研究機関との連携協力については、海外の大学や国際研究機関等と

の間で平成 年度中に、合計 件の共同研究やプロジェクト研究を実施し、合計 名17 69 31
の研究者を受け入れた。対象国は大韓民国、中華人民共和国、カンボジア、イギリス、ア

メリカ、オーストラリア等である。これらの内訳は、国際共同研究覚書（ ）等によMOU
る共同研究 件、科学技術協力協定等に基づく二国間共同研究 件、国際林業研究セン10 44
ター（ ） 件、外部資金プロジェクト 件であり、また、招へい研究員 名、日CIFOR 1 14 22
本学術振興会フェローシップ 名、当研究所の受入規則で 名を受け入れた。また、中華6 3
人民共和国林業科学院、マレーシア森林研究所及びインドネシア森林・自然保全研究開発

センターとの間での間で新たに国際共同研究覚書（ ）を締結した。MOU
これらの成果の一例を挙げると、カンボジアとの共同研究である「水資源モデル」プロ

ジェクト（ 年）においては、カンボジアにおける森林分野で初の国際研究集会2001~2006
を開催し、同プロジェクトで得られた多くの成果を公表した。この共同研究プロジェクト

では、所員・元所員 名がカンボジアの国家勲章を授与されている。3

（括弧内は平成 年度）○ 共同研究、プロジェクト研究の種別・相手機関と実施件数 16

種別・相手機関 実施件数

１.国際共同研究覚書（ 等）による共同研究 １０ （ ９）ＭＯＵ

２.国際共同研究プロジェクト

１）国際研究機関（国際林業研究センター（ ）) １ （ １）ＣＩＦＯＲ

２）国際協力機構（ ） ０ （ ０）ＪＩＣＡ

３）環境省、文部科学省等外部資金プロジェクト １４ （１６）

４）科学技術協力協定等に基づく二国間共同研究 ４４ （４５）

６９ （７１）

（括弧内は平成 年度）○ 受入研究者の種別と受入人数 16

種別 受入人数

１.森林総研受入規則に基づく受入外国人研究者 ３ （ ６）

２.招へい研究員 ２２ （４０）

３.日本学術振興会フェローシップ等 ６ （ ６）

３１ （５２）
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○ 共同研究等及び招へい研究員数推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

共同・プロジェクト件数 ６６ ６９ ７１ ７１ ６９

受入総人数 ４６ ５８ ４０ ５２ ３１

招へい研究員の数が当年度だけ少ないが、その理由としては、当制度が文部科学省の科

学技術振興費や受託研究費等による招へいであり、年度による予算額のばらつきがあるた

めである。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

他機関との連携・協力については、 件の共同研究を行い、環境研究機関連絡会の事50
務局を担当するなど、特許出願、商品化可能な新材料の開発、実用化に結びつく研究がな

される等成果を上げ、研究委託を大幅に増加するなど強化したこと、

国有林を活用した調査研究活動の情報提供、技術開発業務への支援等引き続き連携への

実績をあげたこと、

前年度を大幅に上回る人数の海外の研究者を積極的に招へいし、受け入れたこと、

中華人民共和国などの研究機関との間で国際共同研究覚書（ ）を締結したことMOU
を評価し、研究の連携・協力の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）５ 研究支援業務の効率化及び強化

評価単位 ５ 研究支援業務の効率化及び強化

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

「研究支援については、本支所における研究支援体制の強化を行うとともに高度な専門

知識を有する職員を配置し、的確な支援業務を推進する （中期計画）ため、。」

・海外における健康及び危機管理に関するセミナー等を活用し、職員の海外安全対応能

力を高める。

・図書・資料の収集と整備を行い、図書管理及び提供の充実強化を図る。

・国立情報学研究所の 文献複写等料金相殺サービスに引き続き加入し、支払い業ILL
務の軽減を図る。

・種子目録及び樹木園目録については、内容を充実し、ホームページへ掲載する。

・多摩森林科学園の園内を環境教育林として利用すべく更に整備を実施し、その活用を

図る。

・高度な専門的知識を必要とする業務に資するため、研修受講、資格取得等を促進する

ことにより職員の資質の向上を図る。

実施結果（ 年度実績）17

職員の海外安全対応能力の向上については、 所員の海外出張時の健康・安全対策の強

化を図るために、以下の事項を実施するとともに、海外出張者には出発前に情報を徹底し

た。まず 「外務省最新渡航情報」を逐次「所内グループウエアの掲示板」に転載し 「海、 、

外安全・感染症情報の所内用ホームページ」と併せて活用を勧めた。また、治安状況不穏

や流行病発生時等には、別途、当該国・地域への各出張予定者に対して“安全・健康注意

喚起”を行った。次に、外務省の専門家を講師として、昨今の海外情勢とこれを踏まえた

海外出張時の安全・健康対策や危機管理に関する「海外安全講演会」を所内で開催し、こ

れらの事柄に関する所員の知識と意識の向上を図った。また、所員の海外出張にあたって

は、従前通り「渡航連絡票」を提出させ、緊急時の連絡先（宿泊先、訪問先等）を的確に

把握できるようにした。さらに、海外出張支援業務担当者が、セキュリテｲー会社が開催

する海外危機管理セミナーに参加して海外出張時の健康・安全対策に関する情報を収集

し、その能力の向上を図った。

図書管理及び提供の充実強化については 林野庁森林管理局分局の廃止に伴い、旧東京、

分局から譲り受けた映像フィルムを整理し 化した。また、図書資料管理システムDVD
（ ）では、所蔵データ 件（農林水産技術会議事務局研究情報センターへの依ALIS 52,407
頼入力 件を含む）の入力を行った。4,636
平成 年度は 件 （そのうち研究情報センターへの依頼入力 件）13 44,032 3,295
平成 年度は 件 （ 同上 件）14 62,172 9,964
平成 年度は 件 （ 同上 件）15 66,220 3,320
平成 年度は 件（ 同上 件）16 102,580 4,070
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また、林業・林産関係国内文献データベース（ ）への文献データ 件の入力FOLIS 7,178
（平 年度 件、平 年度 件、平 年度 件、平 年度 件）13 4,953 14 7,014 15 6,992 16 7,501
を実施した。

図書資料管理システム（ALIS）と文献データベース（FOLIS)への年度入力数の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

４４，０３２ ６２，１７２ ６６，２２０ １０２，５８０ ５２，４０７ALISへの入力総数 件（ ）

４，９５３ ７，０１４ ６，９９２ ７，５０１ ７，１７８FOLISへの入力総数 件（ ）

文献複写等料金の支払い業務の軽減については 平成 年 月から国立情報学研究所、 16 4
の 文献複写等料金相殺サービスに加入したことにより、従来、通年で依頼・受付毎にＩＬＬ

行っていた料金の請求や支払いの処理が四半期に一度にまとまったなど回数が減少した。

また、料金の相殺により請求書の作成が不要になり、事務処理が合理化された。

、 （ 、 、文献複写依頼件数は 件 対象機関数 機関 平 年度 件 平 年度 件791 92 13 856 14 793
平 年度 件、平 年度 件）であった。15 1,122 16 885

受付と依頼の件数が多い機関

受付件数上位機関 件数 金 額 依頼先上位機関 件数 金 額

国立環境研究所 65 14,380 東京工業大学 59 19,775

北海道大学 45 16,350 東京大学 55 20,640

東京農業大学 37 14,580 千葉大学 48 16,845

東邦大学 26 9,250 東北大学 47 20,250

東京大学 22 5,500 京都大学 40 19,905

九州大学 20 4,420 北海道大学 39 16,245

筑波大学 18 4,190 大阪大学 31 8,685

理化学研究所 14 5,360 大阪市立大学 30 8,725

日本大学 10 4,940 室蘭工業大学 25 12,224

玉川大学 9 2,780 名古屋大学 22 7,160

種子目録及び樹木園目録のウエブ（ホームページ）へ掲載については、貯蔵種子目録及

び樹木園目録をホームページへ掲載するための作業を行ったが、見やすくするための様式

の変更等に手間取り、引き続き 年度に実施することになった。18

多摩森林科学園の環境教育林としての利用については、多摩森林科学園における環境教

育に関する研究成果を中心として テーマを選定し 「多摩森林科学園環境教育林の手引27 、

き（第 版 ： 」を出版した。試験林案内を希望する一般見学者にこの2 ISBN 4-902606-04-6）

手引きを配布して、インストラクターによる森林環境教育に活用した。また、里山に関わ

る環境教育林を整備するため、試験林内にクヌギ・コナラ林を整備するための作業を進め

た。

職員の資質の向上については、研究支援業務の遂行に必要な免許及び資格を取得させるととも

に、各種の講習会等に参加させ、また、研究業務の遂行のため法律上必要な資格を取得さ

せることによって、職員の資質の向上を図った。
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◯業務に必要な免許・資格者数の推移 （注：延べ人員）

平成１３年度 ２９１名

平成１４年度 ３６０名

平成１５年度 ４０９名

平成１６年度 ５０５名

平成１７年度 ６５２名

（主な資格 衛生管理者免許、危険物取扱者免許、圧力容器取扱作業主任資格、甲種防火管理者資格）

◯平成１７年度における講習会等参加者数

普通第１種圧力容器取扱作業主任者技能講習 ２名

ボイラー取扱業務技能講習 ２名

小型移動式クレーン運転特別教育 ２名

伐木等業務従事者特別教育 ５０名

刈払機作業安全衛生教育 ２８名

甲種防火管理者講習 ８名

安全運転管理者講習 ２名

特別管理産業廃棄物管理責任者講習 １０名

フォークリフト運転技能講習 ３名

高所作業車技能講習 １名

不整地運搬車運転技能講習 ２名

合計１１０名 （平成16年度55名）

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

海外出張者の健康・安全対策、緊急時対応のための各種情報収集を行ったこと、

図書・資料の収集と整備に、引き続き実績をあげたこと、

多摩森林科学園環境教育林の手引きを出版するなど、多摩科学園の環境教育林整備が一

段と進んだこと、

業務に必要な免許及び資格を有する者の増加ができたこと、

を評価し、研究支援業務の効率化及び強化の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目）６ 事務の効率的処理

評価単位 ６ 事務の効率的処理

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

「 、 、本支所における事務の効率的処理のため体制を整備し 充実と高度化を図るとともに

書類の電子化等による事務の効率化を図り、設備、エネルギー供給システム等の管理につ

いては可能な限りアウトソーシングを行う （中期計画）ため、。」

・文書決裁の簡素化、効率化を図る。

・設備等のメンテナンスについて、可能なものは引き続きアウトソーシングを行う。

・会計・経理事務の効率化に努める。

・事務改善については、トップダウン方式や職員提案による検討を行い、事務の効率化

に取り組む。

実施結果（ 年度実績）17

文書事務の軽減・簡素化を図るため、所内の文書管理用サーバー上に文書の登録及び検

索ができるシステムを構築し、平成 年以降に完結した文書 件の登録を行った。ま16 980
た、文書管理システムを運用することにより、文書情報を共有化し各パソコンから容易に

検索・閲覧することを可能とするとともに、文書保存期間の短縮、文書管理の簡素化を推

進するなど、文書事務の効率化に務めた。さらに、文書原簿の簡素化を図るため原簿を電

子化し、各課の文書について閲覧などの処理を一括してできるシステムの開発を行った。

28 180,505 16設備のメンテナンス等のアウトソーシングについては、 件 千円（平成

年度 件 千円）の委託業務を行い、構内の環境整備と樹木の廃棄物処理につい28 181,320
ては 件 千円（平成 年度 件 千円）の外部委託を行った。なお、発注に2 5,191 16 2 4,687
当たっては、業務内容について点検し、経費の節減につながるよう効率化を図った。

〇 設備機器等の点検・保守業務（ 件）14

電気設備及び機械設備等、特殊空調機、環境調節装置、構内交換設備、エレベータ等、実験廃水

処理施設、クレーン、中央監視制御装置、放送設備、自動火災報知設備、室内空気環境測定、純

水装置、自動扉、シャッター 千円158,244

〇 高額機器の整備・点検業務（ 件）13

ＩＣＰ発光分光分析装置、水利用効率測定装置、 シーケンサー（ 台 、キャピラリー電気泳DNA 2 ）

動装置、走査型プローブ顕微鏡、走査電子顕微鏡、高分解能質量分析装置、Ｘ線解析装置、核磁

気共鳴装置、個葉用光合成蒸散測定ユニット、光合成蒸散測定ユニット、ダイオキシン測定機

千円19,321

〇 放射線施設の管理業務（ 件）1

実験棟一部管理 千円RI 2,940
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アウトソーシング実施状況の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

206,000 188,755 182,437 186,007 185,696業務委託費(千円)

業務委託（件数） ３０ ３０ ２８ ３０ ３０

会計・経理事務の効率化については、会計システムの効率的な運用及び効率的な予算執

行の観点から、契約・支払等に係る事務の簡素化、経費整理の迅速化による資金の有効活

用等を目的として、研究室から会計システムに直接入力する方式について導入することと

し、 年度から実施してきた試行の結果を整理し、 年度当初から支所の大半及び本所16 18
の一部の研究室で試行を拡大する体制を整え、本格的導入に向けた体制を整備した。

また、経理事務に関する職員の資質の向上を図るため、実務担当者を中心として、財務

諸表をより深く理解するための研修会を実施するとともに、本支所の事務幹部クラスを含

、 。 、めた研修会を開き 平成 年度から導入される減損会計について理解を深めた さらに18
内部の文書決裁については、稟議者数を減らし、処理期間の短縮に努めた。

事務改善については、事務改善委員会を活用し、トップダウン方式により事務処理上の

問題点を抽出・検討し、事務の効率化を推進した。改善に取り組んだ事項は、文書帳簿の

電子化、専決事項の拡大、規程の見直しによる事務処理の簡略化・省略化、事務外部委託

等であり、業務の軽減等の改善が図られた。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

文書管理システムの運用により、文書管理の効率化を実現したこと、

経理事務の効率化のため、物品購入手続きのための文書提出を 上で直接入力するＬＡＮ

方式の試行範囲を拡大したこと、

アウトソーシングによるメンテナンスを引き続き実施し、業務の効率化を図ったこと、

事務改善委員会を活用し、事務処理の簡略化・省略化など具体的な事務改善を行うこと

ができたこと、

を評価し、事務の効率的処理の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

（中項目）１ 試験及び研究並びに調査

（小項目 （１）研究の推進方向）

ア．森林における生物多様性の保全に関する研究

評価単位 ア 森林における生物多様性の保全に関する研究

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい

森林における生物多様性の保全には、標準的な生物多様性のモニタリング手法とその評

価手法の開発を行い、これらの手法を用いて人為活動がもたらす生物多様性への影響を評

価し、森林の管理手法を開発することが求められている。また、存続が危ぶまれる脆弱な

生態系においては、その保全、回復、修復技術を開発することが不可欠である。

今期の中期計画においては各森林タイプごとの生物多様性のモニタリング手法とその評

価手法の開発を動植物種群を対象に行い、森林施業や森林の分断化がもたらす生物多様性

への影響を遺伝子、種、群集という異なるレベルで解明する。また、脆弱または特異な生

態系を持つ大台ヶ原や小笠原等の森林や希少固有種を有する地域を対象に、生物多様性の

減少要因を解明し、保全技術を開発する。

実施結果（１７年度実績）

（ア） 生物多様性の評価手法の開発

生物多様性評価のための標準的モニタリング法として動物の自動撮影装置と昆虫羽化ト

ラップの実用化を行い、特許申請をした他、ハチ類の画像データベースを公開し、一般の

人がハチのモニタリングを容易に行えるようにした。森林樹木群落の多様性評価手法を開

発するため、長期間の詳細な植物調査資料を活用することにより、これまで提案されてい

る多様性評価指数を植物多様性の表現手段としてより幅広く利用できる手法として改良し

た。

①生物多様性を把握する指標の開発

・中型哺乳類の多様性評価のためのモニタリング用の自動撮影装置と、省力的な昆虫用羽

化トラップを実用化し特許申請した。アリ、担子菌、エゾヤチネズミで開発した各遺伝

マーカーは個体識別や親子関係など個体間相互作用等の解明に利用できることを示し

た。営巣トラップで得られたハチ類について画像データベースを公開し、ハチを使った

モニタリングを行う場合の同定に活用できるようにした。

・森林樹木群落の全多様性、空間多様性、サイズ多様性などを多様度評価指数Ｈ’を基本

として多面的に評価できるよう改良した。全国8箇所の天然林試験地について樹木の更

新や生存、成長などについてのデータ構造や調査手法を統一することにより、試験地間

での多様性などの比較が可能となった。北茨城市小川試験地において落果種子密度の年

変動が観測期間の拡大とともに増加することを示し、森林群落の動態解析には長期観測

が重要であることを示した。

（イ） 人為が生物多様性へ及ぼす影響の評価と管理手法への応用
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人為による森林群落の分断化等による生物多様性への影響という観点からエゾマツの遺

伝的多様性は６地域に分類できると評価し、それぞれの地域ごとの遺伝的多様性の保全対

策の重要性を示した。北上地域の緑の回廊設定地域においてツキノワグマを保護するため

の回廊機能を増進するにはドングリ等の堅果を生産するナラ類を増やすなどの改善が必要

であることを示した。スギ人工林の植生の多様性回復には、強度の間伐が有効であること

を明らかにした。

①森林植物の遺伝的多様性管理手法の開発

・遺伝資源保全の観点から、エゾマツは日本及び大陸の変種群が遺伝的に大きく６つの地

域パターンに分かれることを解明し、それぞれの地域での保全対策が必要であることを

示した。遺伝的多様性の維持機構の一部として、自殖率の高いホオノキ集団で大きな近

交弱勢が維持される機構をモデル理論を用いて解明した。

②緑の回廊等森林の適正配置手法の開発

・ツキノワグマに対する緑の回廊機能を評価するため、開発した簡便な生息調査法である

ヘアトラップにより、生息分布データを調べ、北上高地「緑の回廊」設定地域内外の比

較環境解析により、生息環境としての評価をした結果、現在の緑の回廊地域には、えさ

となるドングリ類を生産する樹木を増やすなどの森林管理の見直しが必要性であること

を示した。

・東日本の主要広葉樹であるイタヤカエデは花が沢山同時に咲く方が実が付きやすいこと

を明らかにし、人工林造成等による森林の分断化により、花粉親が遠くになると繁殖成

功に負の影響を受けることを具体的に示した。また、下層植生の重要な花粉媒介者であ

るマルハナバチ類は、人工林化が著く進んだ地域で個体数が少なく、人工林による分断

化の影響が出ている可能性を示した。

③ 森林施業が生物多様性に与える影響の解明・評価

・スギ若齢人工林では、断面積間伐率が40%程度以上の強度間伐であれば、林床植生の多

様性回復が見込めるものの、高木性樹木の稚樹は良好な成長は見込めないことを明らか

にした。閉鎖した若齢林で消失しやすい下層植生は高齢ヒノキ人工林ではむしろ発達し

ていたが、構成する種数は少なく、種多様性は高くないことを明らかにした。

・人工林での間伐は、移動が容易な鳥類相には影響せず、土壌中に生息するダニ・トビム

シ類は間伐数年後に広葉樹が侵入すると増加しており、間接的な影響がでることがわか

った。渓流の指標生物である水生昆虫は人工林流域では他と異なり、施業の影響を反映

していることがわかった。

（ウ） 脆弱な生態系の生物多様性の保全技術の開発

脆弱性が高く、シカ対策が緊急の問題となっている奈良県大台ヶ原では、生物間相互作

用のモデルで残されていたところを補完し、生態系回復モデルを完成させた。東京都小笠

原諸島での研究では、最終年度ということでプロジェクトの成果を具体的な提言として環

境省の自然再生事業に示し、保全戦略をパンフレットにして公表した。南西諸島の希少種

アカヒゲは外来生物のイタチによって影響を受けることを示すモデルを開発したほか、固

有種ニホンリスの保全には生息環境として常緑樹の多様性が高いことが重要であることを

示した。

①地域固有の森林生態系の保全技術の開発

・シカの食害により崩壊している大台ヶ原の生態系回復のシミュレーションモデルにシカ

の個体数とササの現存量の影響を組み込むことで、より高度なものとして完成し、森林

群落の動態予測と適切なササの刈り取り期間を提言できるようになった。
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・外来生物が問題となっている小笠原生物多様性の保全戦略について、得られた成果を普

及用のパンフレットとして作成した他、森林総研ウェブページに公開した。

・奄美大島で自動カメラ調査によりアマミノクロウサギに対するマングースの影響を明ら

かにした。南西諸島の希少種アカヒゲの個体群動態をシミュレーションモデルにより解

析した結果、外来生物であるイタチの捕食圧が現在のまま継続すると生息数が減少して

いくことが予想され、何らかのイタチへの対策が必要であることがわかった。

② 希少・固有動植物種個体群の保全技術の開発

・筑波山における外来生物ソウシチョウの生息域では、共通の外敵が増加するため、非生

息域に比べて固有亜種ウグイスの繁殖成功率が低くなることを明らかにし、外来生物が

天敵の増加を通じて間接的に固有種などを減らしている可能性を示した。固有種のニホ

ンリスは、生息環境と個体数の関係を解析した結果、中層の常緑樹種数が多い環境でも

っとも多いことを明らかにし、そのような森林を増やすことによってニホンリスの保全

が可能であることを明らかにした。

・中部山岳地域の希少種であるヤツガタケトウヒは近接地に植栽されたカラマツ林内に伐

採地を作ると実生の生存率・伸長成長ともに改善するという効果を明らかにした。その

他、シデコブシ、ユビソヤナギ、ハナノキ等、希少樹種各々の衰退要因を推定し、実証

的な絶滅フローを作成した。

・屋久島では標高が高くなるに従ってスギ天然林の遺伝的多様性が減少することを明らか

にし、高標高での施業に注意が必要であることを示した。松くい虫等で絶滅が心配され

ているヤクタネゴヨウの組織培養による再生個体の順化手法を確立した。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

本分野では、１７年度は１３の実行課題を実施し、すべての課題において計画を達成し

た。中期計画の最終年度として、目標に掲げた問題点について最終的な取り纏めや残され

た問題点の解決を中心に研究を実施した結果、モニタリング手法については、データベー

スによる検索など一般にも活用できる実用的な技術として開発が進み、人為の影響につい

ては、緑の回廊機能についての重要な森林管理上の改善点が明らかとなり、重要な保全地

域についても科学的視点での保全への提言が作成できていることなどから、今年度の計画

は達成したと判断し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

トラップの開発、データベースの公開、回廊の問題点、生態系回復モデルの作成などは大

きな成果である。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

（中項目）１ 試験及び研究並びに調査

（小項目 （１）研究の推進方向）

イ．森林の国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の高度発揮に関する研究

評価単位 イ 森林の国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の高度発揮に関する研究

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい

都市域の拡大や急傾斜地の開発に伴う土砂災害の増加、良質な水の供給不安、都市気温

の上昇や大気汚染等の生活環境の悪化に対して、森林の有する国土保全、水資源かん養、

生活環境保全等の諸機能の高度発揮が強く求められている。

今期の中期計画においては、森林の国土保全のための基盤となる土壌資源の諸機能を解

明するとともに、林地崩壊・土石流の発生予測モデルの開発や森林施業が水資源かん養機

能に及ぼす影響評価を行う。また、生活環境保全機能については、海岸林の健全化を図る

ための密度管理技術の開発、治山施設が渓畔域に及ぼす影響の解明及び融雪に起因するな

だれの危険度評価手法の高度化を図る。

実施結果（１７年度実績）

（ア） 森林土壌資源の諸機能の解明と持続的発揮への適用

山地斜面における土壌水の動きに伴う主要元素の生成移動量の測定と定量的解析手法を

確立した。昨年度作成した全国の1万点を超える土壌データセットをもとに、森林土壌資

源インベントリーを構築した。地下部根系の動態解析によって、土壌中の有機物蓄積と変

動過程を解明した。根系と共生する菌根菌を大量増殖して共生苗を作り、これを活用して

三宅島火山性荒廃地の緑化工法を改良した。

①森林土壌資源の環境保全機能の発現メカニズムの解明と評価手法の開発

・ポーラスプレートテンションライシメータ法を用いて、山地斜面上で土壌水とカルシウ

ム等の溶存成分の移動量の違いを明らかにした。また、流域マスバランス法によって森林

小流域の珪素等の主要元素の収支を明らかにした。

・全国の1万点を超える土壌資源インベントリーを構築するとともに、日本の森林に最も

広く分布する褐色森林土群について、黄色系褐色森林土と暗色系褐色森林土の炭素蓄積量

等の化学的特性の違いを明らかにした。

②土壌・微生物・植物系における物質循環プロセスの解明と予測手法の高度化

・斜面位置の違いによる土壌養分供給機構や樹木の応答を解明するため、窒素無機化速度

やスギ細根の動態を解析し、斜面下部ほど土壌の窒素無機化速度が大きく、高窒素含有土

壌ではスギ細根の生産量が高まることを明らかにした。

・荒廃地の植生回復に有効な共生菌の活用技術を高度化するため、三宅島火山荒廃地にお

いて、菌根菌を大量増殖してオオバヤシャブシ等の共生苗を作り、緑化工法の改善を図っ

た。
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（イ） 森林の持つ国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の解明と評価

国土保全機能に関しては、崩壊や土石流、地すべり等の山地災害の発生危険度や危険地

の判定に関するモデルの構築と検証を行い、ヒノキ林の成長や施業に伴う斜面安全率の変

化を推定可能としたほか、山腹崩壊危険地区を予測する三次元物理則モデルを改良し、従

来の手法より高い的中精度を得た。

水資源かん養機能に関しては、森林理水試験地における長期観測水文データのデータベ

ース化を進めるとともに、これまで水文関連データがほとんどなかったカンボジア国の流

域試験地において、水収支の実態を明らかにした。また、山地小流域での基底流出水の平

均滞留時間や皆伐施業に伴う渓流水の硝酸態窒素濃度の長期変動を明らかにした。

、 、森林の持つ生活環境保全機能に関しては 飛砂防止・防風・防潮等機能を維持するため

クロマツ海岸林の前頭部での飛砂等発生プロセスの解明や本数調整指針を作成したほか、

森林の気象緩和機能に関わる大気の乱流構造と熱収支インバランスのメカニズムを明らか

にした。また、渓流域保全技術の高度化に関しては、渓畔林による水温上昇の緩和機能、

水生生物への餌資源としての落葉供給機能の評価等を通じて、渓畔林の保全対象幅等の算

出精度を向上させた。

①人工林地帯における崩壊防止機能の力学的評価手法の開発

・ヒノキ林施業地における斜面崩壊防止機能を評価するため、三次元ヒノキ根系分布モデ

ルから根系による土の補強強度を算出し、ヒノキ林の成長、伐採、複層林化等に伴う斜面

安全率を算出可能とした。

・静岡県大井川上流域を対象として、山腹崩壊危険地区を予測する三次元物理則モデルを

改良し、降雨データを用いた三次元物理モデルによる危険地区判定について検証を行い、

従来の手法より高い的中精度を得ることができた。

②山地崩壊・地すべり発生に関わる間隙水圧と土塊移動の相互作用の解明

・豪雨性崩壊現象を解明し、流体圧を考慮したモデルの適用性を明らかにするため、水を

含む場合の粘弾性粒状体モデルによる土粒子の締め固め状態が、間隙水圧に及ぼす影響を

砂の急速圧縮試験によって検証した。

・崩壊土砂が土石流化して長距離にわたって流れ下る条件を解明するため、土石流水路実

験を行い、水路勾配の変化が土砂の流動性に及ぼす影響を明らかにし、流下土砂の危険性

を表す運動特性指数を提案して、その有効性を検証した。

・地すべりの発生に伴って移動する土塊の変形過程を解明するため、現地観測と数値実験

による解析から、第三紀層地すべりでは、移動体末端部で変位量が増大することが、地す

べり全体の変形につながることを明らかにした。

・大規模地すべり地でのすべり移動の引き金となる地下水の影響を解明するため、地下水

位の変動と地盤応力との関係及び地下水排除工による地下水位の変動が地すべり安定性に

及ぼす影響を明らかにした。

③水資源かん養機能の解明と評価及びモデルの構築

・水資源量の推定に不可欠な高精度な水文データの収集と解析を行うため、全国5箇所の

森林理水試験地における水文観測データのデータベース化を進めるとともに、カンボジア

国の流域試験地で降雨や蒸発散等の水文諸要素を観測・解析し、水収支の実態を明らかに

した。

・森林流域の水循環過程における基底流出の平均滞留時間を推定するため、筑波水文試験

地で降水と流出水の安定同位体比の変化を解析し、渇水期における基底流出水の平均滞留

時間が1年程度であることを明らかにした。

・人工林の成長に伴う水収支の変動をモデル化し施業影響を評価するため、林分の蒸発散
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に関わる葉量について樹冠長等を算出するサブモデルと葉群動態モデルを構築して実測値

と比較し、良好な適合性を得た。また、樹冠遮断モデルを構築し、10％程度の誤差で樹冠

遮断観測値を再現可能とした。

④森林における水質形成過程の解明と変動予測手法の開発

・矢作川流域の森林域について窒素流出の広域評価を行うため、土壌の硝酸態窒素生成量

の広域分布図を作成して森林渓流を通じた硝酸態窒素流出を推定した結果、硝酸態窒素濃

度は上流域で低く、中下流域で高い傾向を示すことを明らかにした。

・森林の成長に伴う栄養塩類の収支変化を評価するため、伐採時期が異なる小流域におけ

る渓流水質の変化を解析した結果、渓流水の硝酸態窒素濃度は、皆伐に伴って急激に上昇

し、3年後頃にピークを迎え、その後低下して約25年後に再び皆伐前の状態に回復するこ

とを明らかにした。

⑤森林の持つ生活環境保全機能の高度化

・海岸林の維持管理技術を高度化するため、飛砂防止機能に関わる海岸林の前線部におけ

る飛砂や風食が発生するプロセスを明らかにするとともに、防風機能を維持するためには

クロマツ海岸林の最初の本数調整開始のタイミングとして、樹冠高2.5～3mの時期を提示

した。

・森林の気象緩和機能に関する森林群落の大気乱流構造やCO2放出量を解明するため、群

落の乱流を表現するLESモデルを用いた解析によって、大気の乱流構造と熱収支のインバ

ランスのメカニズムを解明したほか、土壌有機物の分解と根系の呼吸に関わる林床面から

のCO2放出量について、年間量を高精度で推定した。

・通年観測が困難な積雪地帯の森林流域について、全天空写真を用いた微気候緩和機能の

、 。簡便な評価手法を開発するとともに 融雪に伴う硝酸態窒素等渓流水質の変動を解明した

⑥渓流域保全技術の高度化

・治山施設の設置が渓畔域に与える影響を解明するため、堰堤建設に伴う土砂移動変化が

渓畔における微地形に及ぼす影響を明らかにした。また、水温上昇緩和機能、水生生物の

餌資源としての落葉供給機能の評価から、渓畔林の機能を維持するために必要な有効林帯

幅や保全対象幅の算出精度を向上させた。

・山地斜面積雪の安定度から雪崩発生条件を解明するため、アメダスデータから積雪のせ

ん断強度を求め、斜面積雪安定度の変化を推定することを可能とした。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

当分野は、森林土壌資源の諸機能の解明と持続的発揮への適用に関する 課題、森林の4
持つ国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の解明と評価に関する 課題の計 課16 20
題で構成されている。

本年度は、 課題全てが年度計画を達成したことから、分野全体として年度計画を達20
成したと判断し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 個々の研究がいかに集積されるかについて検討してほしい。

・ 研究成果の現場での活用を視野に入れてほしい。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

（中項目）１ 試験及び研究並びに調査

（小項目 （１）研究の推進方向）

ウ．森林に対する生物被害、気象災害等の回避・防除技術に関する研究

評価単位 ウ．森林に対する生物被害、気象災害等の回避・防除技術に関する研究

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい

森林の健全性を保ち、その多様な機能を発揮させるためには、生物被害・気象災害等を

回避・防除することが重要な課題となっていることから、従来の被害防除技術を発展させ

るとともに、新たな病虫獣害、気象災害等に適切に対応する必要がある。このため、生物

被害回避・防除技術の開発を行うとともに、気象災害等の予察技術・復旧技術の開発を行

う。

今期の中期計画期間においては、新たに発生したり顕在化した病虫害の被害実態の解明

と被害予測・回避技術の開発を行う。また、被害の顕著な病虫害を重要課題として取り上

げ、天敵生物の利用を主とした松くい虫被害の恒久的対策技術、スギ・ヒノキを主とした

有用針葉樹病虫害の防除技術の開発を目指す。また、野生動物については、シカ、ニホン

ザル、ツキノワグマ等による農林業被害軽減のため、適正な密度管理手法の開発を行う。

気象災害については、風害、森林火災など気象被害の発生機構を解明し、予察・復旧技術

を開発する。

実施結果（１７年度実績）

（ア）生物被害回避・防除技術の開発

ナラ集団枯損の原因であるカシノナガキクイムシについて、合成した集合フェロモンの

捕殺効果を確認できたので、新たな防除技術として開発に向け研究を開始した。松くい虫

対策のための成虫駆除剤として、天敵微生物の実用性を確認し、実用化技術として完成さ

せた。スギ・ヒノキの害虫２種についてこれまでの成果をとりまとめ、総合的な保護管理

システムを開発し、防除マニュアルとして配布した。野生鳥獣管理では、シカ管理の基礎

となる地域による行動パターンの違いの要因を明らかにした。

① 森林病害虫の動向予測と被害対策技術の開発

・全国 地域で 種の害虫と 種の病害について発生状況の把握と動向予測をおこない6 63 29
、 、今後の監視が必要な病虫害を摘出し雑誌に定期的に公表した他 カシ・ナラ類枝枯病は

病原微生物の培養が難しいため病原菌識別用プライマーを作成し、ＤＮＡによって罹病

部分の識別ができる技術を開発した。近年問題となっているマンサク葉枯れの病原菌が

日本での新しい記録であることを明らかにした。

・ナラ集団枯損の原因カシノナガキクイムシのDNA解析によって、3つの遺伝的グループの

存在を明らかにした。

・野外試験において添加した合成集合フェロモン量の増加に伴い、カシノナガキクイムシ

捕獲数が増加することから、フェロモンの量を制御することによって、効果的に捕殺で
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きる可能性があることがわかり、被害対策に活用できることがわかった。これにより、

新たにプロジェクトを獲得し被害対策に向けた研究を開始した。

② 松くい虫被害の恒久的対策技術の開発

・捕食性天敵昆虫のサビマダラオオホソカタムシによるマツノマダラカミキリに対する防

除効果が野外放飼実験で確かめられた。 年東北で羽化した成虫は、越冬後、自然2004
条件下でも室内条件下でも、越冬後１年目で産卵した。マツノマダラカミキリ成虫の駆

除剤として開発中の昆虫病原菌ボーベリア・バッシアーナの集積丸太に対する野外試験

でマツノマダラカミキリ成虫の90-100%が死亡し、高い駆除効果が認められた。さらに

カミキリムシから病原線虫の枝への侵入がほとんど無く、実際的な防除効果も高いこと

が確かめられた。

・マツノザイセンチュウの病原性制御を防除に活用するための問題点を整理し、今後の研

究の指針を作成した。

・効率よくマツ材線虫病抵抗性苗木を生産するために、マツ材線虫病抵抗性検定の適正時

期の改善案を国や県等に示すとともに、抵抗性の安定な発現には採種園での母樹配置に

おいて、なるべく抵抗性同士が近くになるような工夫がいることを示した。

③ 有用針葉樹の病虫害回避・防除技術の高度化

・スギの材質劣化害虫であるスギノアカネトラカミキリについては、枝打ちにより防除で

きることがわかっているが、より効率的に枝打ち防除を実施するための、枝打ち高と樹

冠高などを目安とした被害回避のための保育管理システムをマニュアル化し、県などの

関係機関に配布した。スギカミキリについては被害発生危険度と被害許容限度に応じて

防除法を選択する総合管理モデルを作成し、マニュアル化し、県などの保護関係機関や

技術者に配布した。

・スギの病害であるスギ黒点枝枯病菌は春の雄花を、またスギ枝枯菌核病菌は初夏のスギ

タマバエの形成初期の虫えいを第一次感染部位とすることを明らかにし、本病の防除に

は、スギタマバエの防除が重要であることを明らかにした。

・トドマツ溝腐病では外部病斑の面積から腐朽長・腐朽材積の推測が可能であることがわ

かり、簡便に病気の状況を判断できる技術を開発した。エゾマツの芽を加害するエゾマ

ツカサアブラムシの抵抗性クローン集団間で、死亡時期や寄生芽組織に変色が生じる比

率に違いが認められ、抵抗性機構の解明に見通しが出てきた。

④ 野生動物群集の適正管理手法の開発

・シカをテレメトリーにより追跡し、北海道では夏から秋にかけて開放的な伐採跡地や若

齢造林地を好む傾向があることがわかった。シカの大型実験柵実験の高密度区で急速な

ミヤコザサの矮小化及び現存量の低下が認められ、シカ密度と食害の影響の関係を明ら

かにできた。シカ個体群変動予測モデルを高度化するため岩手県と熊本県で個体群パラ

、 、 。メータを推定し 人口的なゆらぎを考慮したモデルを開発し 個体群の変化を予測した

・クマの有害駆除数の年変動は地域単位での環境変動に影響されることが示唆された。サ

ルの行動域利用が季節により異なるパターンを示すことが明らかになった。関東地域の

イノシシＤＮＡ解析では家畜ブタとの交雑個体は見いだせず、家畜ブタやイノブタが逃

げ出したり、交雑したという可能性はないことがわかった。

・ツキノワグマの出没は林縁や河川からの距離と関係しており、残存林や河川域を通路と

。 、 、 、して利用していることを明らかにした さらに 行動追跡の結果 行動域は季節変動し

秋にはブナ科堅果の利用が多いことを明らかにした。

（イ）気象災害等の予察技術・復旧技術の開発
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施業の方法が異なる場所での風による樹木の揺れ方の解析から、孤立木や林縁木が風害

を受けにくい理由を解明し、台風の経路別の風害危険地帯区分図を作った。山火事につい

ては、コシダが密生するアカマツ林では、火線強度が非常に高いことを明らかにし、防火

対策のためには、これらの林床植生の管理が重要であることを明らかにした。

① 気象災害等の発生機構の解明と予察技術・復旧技術の開発

・無間伐林の立木は間伐林の残存木よりも揺れ回数が多いことが明らかとなった。枝打ち

しない立木は枝打ちしたものよりも揺れが少ないことが判明し、従来風倒に強いと言わ

れていた孤立木の耐風性の高い理由の一端が解明された。風害危険地帯区分図（ハザー

ドマップ）は過去の台風事例の中で、北海道から九州までの地域のものを作成した。既

往の風害対策法を収集整理し、耐風性向上のための対策をまとめた。

・山火事の延焼速度予測モデルを日本で発生する山火事に適用し、火線強度を推定したと

ころ樹林地よりも草原で大きく、斜面の傾斜や風速の影響を強く受けた。日本で発生す

る山火事の火線強度はコシダが密生するアカマツ林では、山火事が起こりやすいといわ

れている地中海性気候下の植生での火線強度に匹敵することが判明し、防火帯では林床

植物の排除が重要であることを示したほか、ニワトリ放し飼いによる防火帯改善策を作

成した。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

本分野では今年度は14の実行課題を実施し、1課題のみが概ね達成で、他の13課題はす

べて計画を達成した。生物被害については、中期計画の最終年度として、得られた成果に

基づく、被害軽減や管理指針の策定に重点を置いており、管理モデルやマニュアルが主要

な病虫獣害について作成できており、今年度の計画は達成できたと判断できる。気象被害

については、風害のハザードマップが作成され、延焼モデルの開発やそれに基づく、火線

強度の推定と防火帯管理での林床植物の排除の重要性が指摘され、年度の計画を達成した

と判断し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定



- 26 -

平成１７年度 評価シート（評価単位用）

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目）１．試験及び研究並びに調査

（小項目 （１）研究の推進方向）

エ．多様な公益的機能の総合発揮に関する研究

評価単位 エ 多様な公益的機能の総合発揮に関する研究

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい

森林は、多様な公益的機能を有する資源として、その機能の持続的な発揮が求められて

いる。森林の有するこれらの機能を森林・林業行政や個別の森林管理・経営の場で効率的

に発揮させるために、その機能を自然条件や社会経済条件に応じて発揮させる資源管理シ

ステムを開発することが求められている。

今期の中期計画期間においては、森林の有するこれらの機能を効率的に発揮させるため

に空中写真や衛星観測データ等遠隔探査情報を用いて、森林資源の調査・モニタリングに

よる解明・評価技術の開発を目指す。また、地域の自然環境、社会経済ニーズに対応して

持続可能な地域版の森林管理システムの開発を目指す。

実施結果 （１７年度実績）

（ア）森林資源の調査・モニタリングによる解明・評価

遠隔探査情報を用いた森林資源の効率的な調査・モニタリング技術を開発し、森林資源
量の解明・評価を行う観点から、地上測定データとランドサットTMの関係をモデル化する
ことで、広域観測データによる広域ポテンシャル図の作成や、資源モニタリング調査デー
タによる森林変動モニタリング手法を開発した。
①多様な森林機能の調査・モニタリング技術の開発
・森林資源を効率的に把握するため、解像度メートルレベルのセンサーを用いて資源解析
の林分情報となる樹冠半径、平均直径、林分樹高などの相互関係を明らかにする解析技
術を開発した。

・物質生産と密に関連する葉面積指数（LAI）について、地上測定データとランドサットT
Mの関係をモデル化し、広域観測データへ適用することにより広域LAIポテンシャルマッ
プを作成した。資源モニタリング調査データから森林面積、蓄積を推定する手法を確立
するなど森林変動モニタリング手法を開発した。

（イ）森林の多様な機能を総合発揮させる森林管理システムの開発

多様な機能の総合発揮を促す新たな森林管理システムの開発に向けて、森林機能の多様

化を目指した針葉樹林への広葉樹導入手法の開発、総合的な機能の発揮に向けた森林施業

の評価や、集材による立木損傷防護具に関する効果の実証、地域住民の相対評価を加味し

て各公益的機能をマップ化する方法の開発などを行った。

①森林の多様な機能を持続的に発揮させる森林管理手法の開発

・施業方法の違いが針葉樹人工林の機能に及ぼす影響を捉える一環として、ヒノキ用材林

で植物種多様性、炭素吸収、表土保全、及び木材生産の各機能を評価・類型化し、総合

、 。的に発揮させるには 帯状更新施業が一斉林や複層林施業よりも優れていると解析した

・森林施業に際して森林機能の持続的な発揮に向けて環境への負荷を少なくするために、

車両の踏圧による土壌の沈下量を実験的に測定し、林地微地形測定データを追加して撹

乱軽減のための車両設計指針を高度化するとともに、集材現場における立木損傷防護具

に関する調査を行って損傷の軽減効果を実証した。

②森林計画策定手法の高度化及び合意形成手法の確立

・固定試験地の成長解析では、植林から現在までのバイオマス成長量を推計し、収穫され

た間伐木を加算すると、多くの試験地で無間伐区より間伐区の方が成長量が大きいこと

を明らかにした。
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・合意形成の手法確立の一環として、地域住民の相対評価を加味させた公益的機能の目標

面積を地図上に配置する方法を開発した。多目的森林管理に向けた意志決定支援手法と

して、問題の論理構造が明瞭な場合はグラフで、感覚的な場合は自由記述法が優れてい

ることを明らかにした。

（ウ）地域の自然環境、社会経済ニーズに対応した森林管理システムの開発

それぞれの地域の自然環境、社会経済ニーズに応じた森林管理システムの開発に向けて

北方天然林での択伐施業指針の作成、多雪地域における多様な機能を調和的に発揮させる

森林情報システムのプロトタイプ開発、四国地域のスギを中心とした短期二段林、多段林

型の複層林成長モデルの構築とその管理法の提示、阿蘇地域の2001年災害を基に、地質、

森林の有無、傾斜と崩壊発生との関係から崩壊危険度の面的な分布をマップ化のほか、持

続可能な森林管理に向けたモントリオールプロセスの７基準67指標を基に地域版基準・指

標の作成など、地域の特性に応じた森林管理手法を開発し成果を得た。

①北方天然林を中心とした森林の機能を持続的に発揮させる管理手法の開発

・北方天然林の資源量を効率的に把握し、生態系への負荷の少ない森林管理を行うために

高性能リモセンによる資源量把握手法を開発するとともに、ササ型林床と非ササ型林床

タイプの択伐林の長期動態の解明とそれぞれに適した択伐施業・計画手法を開発した。

・森林を含む地域景観（ランドスケープ）は、農林業が地域の自然や立地条件に適合した

形で実行されてきたこと、森林所有者や住民が協働して森林経営の指針を作成したこと

等がその維持に関与することを解析した。モントリオールプロセスの 指標を基に北67
海道での適用可能性を検証し、地域版指標を作成した。

②多雪地域森林の機能を持続的に発揮させる管理手法の開発

・多雪地域の代表的な４タイプの森林の将来を改良した動態予測モデルによりシミュレー

ションした結果、ブナ林、スギ・ブナ混交林、高齢二次林では当面大きな変化はなく推

移するとの結果を得た。

・これまでに構築した保健休養機能の評価手法を改良し、岩手山周辺地域を対象に類型化

手法としての有効性を検証し、森林レクリエーション施設の持つ地況、林況条件から森

林レクリエーションポテンシャルの類型図を作成した。また、調和的利用を目指した森

林情報システムのプロトタイプを開発した。

③豪雨･急傾斜地環境下における森林の機能を持続的に発揮させる管理手法の開発

・急峻、多雨な暖温帯低標高域の天然林で、有用高木種のシイやカシ類が地形に応じて優

占度を変動させながら共存する林分維持機構を明らかにした。また、立地環境に応じた

スギ－スギ、スギ－ヒノキ短期二段林とスギ多段林型の 種の複層林林分成長モデルを3
構築し、施業適用可能な範囲を提示した。

・四万十流域と幡多流域において実施されてきた持続的な森林管理のための基準・指標の

モニタリングについて、地域版の指標としての適性を評価するとともに、それぞれ市町

村別にデータを集計して、過去の人工林率の推移や人工林面積の変化など森林資源の利

用実態を解明した。

④温暖帯の高度に人工林化した地域の森林の機能を持続的に発揮させる管理手法の開発

・九州地域における林業成立の条件解明の一環として、林地の主伐経費推計モデルを開発

し、すでに開発済みの再造林放棄発生予測モデルと組み合わせて、木材生産に対する林

地の潜在的な有望性の程度を示すゾーニング手法を考案した。

・阿蘇地域の2001年の災害において、重要な災害素因であると判断された地質条件（特定

層準以上の火山灰層の厚さ 、森林の有無、傾斜と崩壊発生との関係から崩壊危険度を）

評価する判別式を求め、崩壊危険度の面的な分布を地図上に示した。

・高度に人工林化した一帯で施業の放棄が顕在化、拡大している中で、人工林や皆伐後再

造林未済地に侵入する広葉樹の量や樹種の豊富さを予測するモデルを作成した。これに

より、育成林の多面的機能の低下しやすい条件が判明し、林分単位での有用性の評価を

可能にするとともに、混交林化も含めた成林への適否を明らかにした。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定
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評定理由

本分野は、解像度メートルレベルで森林の３次元構造を抽出、森林資源を解析する技術

の高度化が図られたこと、施業面での負荷軽減に向けた技術の開発がなされたこと、公益

的機能の評価モデルの開発が取り組まれたこと、及び北方天然林における択伐施業指針、

多雪地域におけるブナ林等の動態、変動予測、さまざまなタイプの複層林の成長とその管

理法の提示、放置林の発生条件、育成林の劣化しやすい条件の解析とモデル化など、地域

の自然環境条件や社会経済的ニーズに対応した課題に対して年度計画に掲げた目標をいず

れの実行課題も達成したことから、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

研究成果の現場の経営への活用も視野に入れてほしい。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

（中項目）１ 試験及び研究並びに調査

（小項目 （１）研究の推進方向）

オ．地球環境変動下における森林の保全・再生に関する研究

評価単位 オ 地球環境変動下における森林の保全・再生に関する研究

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい

地球的規模でのさまざまな環境変動と森林との相互関係を明らかにすることで、森林の

持つ環境保全機能を維持・向上させる研究開発が強く求められている。また、地球環境問

題としての酸性雨など環境負荷物質の影響、森林の二酸化炭素固定能、環境変動が森林生

態系に及ぼす長期的影響などの解明と予測を、国際的に通用する評価基準で詳細に行う研

究が急務となっている。

今期の中期計画においては、アジア太平洋地域において、森林開発の影響評価と環境保

全機能の維持・向上技術を開発するとともに、熱帯荒廃林回復のための技術の高度化を行

う。また、環境負荷物質の動態とその影響を長期的にモニタリングし、森林への影響予測

を行う。さらに、地球温暖化に深く係わる森林の二酸化炭素固定能について、主要な森林

における炭素貯留量及び二酸化炭素固定量を解明するとともに、フィードバックとしての

気候変動が森林の二酸化炭素吸収・放出に及ぼす影響をモデル化を通じて解明する。

実施結果（１７年度実績）

（ア）海外における持続的な森林管理技術の開発

東南アジアの低地フタバガキ林における森林開発に伴う遺伝的な多様性の劣化現象把

握に遺伝子流動解析が有効であることを示した。また、熱帯植林での虫害対策として注

目されるマホガニー・マダラメイガの性フェロモンの新たな活性化物質を発見した。違

法伐採対策への利用が期待される南洋材の樹種判別として細胞壁厚や特殊成分を利用す

る方法を見出した。さらに日本の森林管理における基準･指標の計測手法の問題点を摘

出した。

①アジア太平洋地域等における森林の環境保全機能の解明と維持・向上技術の開発

・マレーシア低地フタバガキ林の と は他殖性が高いこと、まShorea leprosula S.parvifolia
たマイクロサテライトマーカーは遺伝子流動指標として多様性の劣化現象把握に有効で

あることを明らかにした。

・マレー半島マングローブ林での年間生産速度は ～ 年生で ～ トン に達し7 30 2.4 8.2 /ha
たが、 ～ 年生で トン 程度と温帯林と同じレベルであった。また津波による40 50 3.6 /ha
被害パターンの発生を明らかにした。

・国際基準に基づく多様性指標として広葉樹二次林では林内のリター、下層植生及び、樹

木本数が昆虫・微生物の多様性を評価する簡便な指標であることを示した。ササや地表

攪乱をリモートセンシング技術で抽出できる技術を開発した。

・インドネシアの造林地では乾季に生物の多様性が増加することを示した。鳥類は非繁殖



- 30 -

期および繁殖期初期のいずれの時期にも二次林で種類数が多いことを示した。

・持続的な森林管理のための国際的な基準・指標の森林管理への活用を全般的にレビュー

し、各指標の計測手法上の問題点を摘出した。得られた技術的問題点をモントリオール

プロセス第 回技術諮問委員会に提示した。8

②熱帯荒廃林地の回復技術の高度化及び体系化

・森林火災早期発見システムを運用して森林火災発生の傾向を明らかにした。植生回復判

定に高分解能衛星データが有効であった。また火災からの回復段階を示す指標種を特定

し、熱帯性タケの一斉枯死後に形成される空間が多種の生育に及ぼす影響を明らかにし

た。

・マホガニー・マダラメイガの性フェロモンの新たな活性化合物を発見した。熱帯半乾燥

地の有用樹種の光合成と光、温度、および土壌・葉の水ポテンシャルとの関係式を見い

だした。

・フタバガキ科 （レッドメランチ）節の細胞壁厚や に特徴的な成Rubroshorea S.pauciflora
分が樹種識別の指標となりうることを示した。サラワクの の識別マーカーとしS.albida
て葉緑体 の遺伝子間 領域が適切であることを明らかにした。DNA 4

・タイ全土のリモセン・ データを蓄積した。平均パッチサイズ、エッジ密度などのラGIS
。ンドスケープ指数が森林推移の解析に役立つことを１万 のテストエリアで実証したha

（イ）地球環境変動の影響評価と予測

森林への環境負荷物質である酸性降下物の湿性降下物と乾性降下物の割合を推定する

とともに、ダイオキシン類と の生物濃縮の実態情報を蓄積した。日本の森林とそDDT
の生産物としての木材について、総炭素吸収量増加に寄与する伐採抑制等施業の効果を

モデルによって予測可能にした。森林における炭素収支計測技術の向上をめざし、タワ

ーフラックス観測を継続し、観測データベースを作成するとともに、森林資源に関する

広域情報を得るためロシア・シベリア永久凍土地帯におけるカラマツ林の現存量情報を

蓄積した。また、森林土壌における炭素収支に関して、土壌呼吸速度を計測するととも

に、土壌の炭素動態を把握する手法を示した。さらにブナ林とブナ個体の分布予測モデ

ルを作成して両者を比較することで温暖化に伴うブナ林の脆弱性を示した。

①森林における酸性降下物及び環境負荷物質の動態の解明及び影響評価

・乾性降下物としてのエアロゾルの陰イオン [ ]の組成割合は夏に高く、九州のコジSO4 2-
イ林で酸性成分 ［ ］の年間付加量は約 ・ で、湿性降下物よりも乾nss-SO4 2- 7400mg m-2
性降下物の影響が大きいことを示した。

、 、・四万十川流域での渓流水中の 濃度は 総雨量が概ね ～ 以下では降雨後NO3 100 150mm
降雨前とほぼ同じ濃度に戻るが、それ以上の大量の降雨時には降雨前より低下した。

・上位捕食性鳥類（猛禽類）で、ダイオキシン類と残留性有機塩素系化合物 の生物DDTs
濃縮による汚染が深刻であった。また、アズマモグラは特異的に土壌汚染の影響を強く

受けていた。

②森林の炭素固定能の解明と変動予測

・衛星データを用いた広域推定手法の開発において、光利用効率を推定し直して東アジア

の純一次生産量図を作成した。日本における総炭素吸収量増加をもたらす効果的な施策

は、伐採抑制、複層林推進、及び住宅耐久年数向上であることを施策影響予測モデルで
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示した。

・京都議定書に基づいて日本における森林変化を調査する対象林分は最低樹高 、最低5m
樹冠被覆率 、最低面積 が適当であることを示した。航空機に搭載した３次元30% 0.3ha
レーザースキャナ（ )で高精度に推定した林冠被覆率データを利用し、衛星リモLIDAR
ートセンシングデータでさらに広域の森林被覆率を推定する手法を開発した。

・東アジアの亜寒帯林、温帯林、熱帯林で二酸化炭素タワーフラックスを継続観測し、観

測データベースを作成した。ロシア・シベリア地域における永久凍土上の亜寒帯カラマ

ツ林の現存量分布の特徴を炭素収支の分析によって明らかにした。

・衛星データ等を基にロシア･シベリアを凍土地帯と非凍土地帯に区分した。永久凍土地

帯の森林生態系情報を収集するとともに、非永久凍土地帯の主要樹種の材積表と林分密

度管理図に相当する情報を得た。

・日本国内５カ所の観測サイトにおける森林群落の正味 交換量等の観測データをデCO2
ータベース化し、森林型や気候等の環境要因が森林の純生産量の変動に及ぼす影響を明

らかにした。

・森林生産量の年変動解析を行い、台風被害後に夏の生態系総生産力( )は６～７割程GPP
度となり、土壌呼吸速度は温度感受性が低くなったことを明らかにした。 デーMODIS
タと地上調査による 分布図を利用して全国レベルの森林 分布図を作成し、日LAI LAI
本独自の陸域生態系モデル のパラメータとして提供した。SimCYCLE

・スギとヒノキ人工林で間伐前後の葉の生理特性を明らかにした。スギ人工林の固定試験

地データから、バイオマス成長と空間構造変化との間で整合性がとれ、間伐効果の分析

ができる構造・動態モデルを開発した。

・土壌の窒素、リン、イオウなどの循環を炭素循環と組み合わせられる生物地球化学的循

環モデルである モデルから土壌と植物体の炭素動態も再現できるようにした。Century
また、わが国の森林土壌の炭素動態には、 やバイオマス、土壌有機物の分解に関NPP
するパラメータも重要であることを示した。

③温暖化等環境変動が森林生態系の構造と機能に及ぼす影響の解明と予測

・ブナ林とブナ個体の分布予測モデルを作成して比較したところ、暖かさの指数(℃･月)

の閾値は、ブナ個体が ～ で、ブナ林が ～ となり、個体と群落として38.5 93.2 46.2 87.8
の予測値に違いがあることが明らかとなった｡また確率モデルによって温暖化の影響を

評価できるようになった。

・岩手県北上山地の最終氷期堆積物とシベリア・アムール川河口域の表層（現世）堆積物

の花粉分析結果を比較し、樹木花粉の組成やその出現率がよく類似していることを明ら

かにした。

・ブナなどでは環境変化に対応して陽葉と陰葉の形質の差と葉群構造の関連が深いことが

分かった。また、カラマツの木部形成量は夏の気温と正の相関があることを明らかにし

た。さらに、稚樹の成長や光合成における高 と土壌栄養塩や乾燥との相互作用をCO2
明らかにした。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

当分野は、海外における持続的な森林管理技術の発展に関する 課題と地球環境変動の8
影響評価と予測に関する 課題の計 課題で構成されている。15 23
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年度当初に予定されていなかったプロジェクトにおいても順調に成果をあげ、全ての課

題で達成と評価できた。

海外における持続的な森林管理技術関連では、森林保全指針を示すための多様性評価に

対して遺伝子流動解析の有効性をさらに高めることができ、細胞壁厚や特殊成分による南

洋材の樹種判別法を開発し違法伐採対策に資する成果を得た。また、地球環境変動の影響

評価と予測関連では、温暖化対策に対して施業影響予測モデルを開発して総炭素吸収量増

加のための施策を特定することができ、タワーフラックス観測データを国際的な連携のも

とにデータベース化するとともに、確率モデルを用いた温暖化の影響評価法の開発や、モ

デルによる土壌と植物体の炭素動態の再現化を可能にするなど多くの成果をあげたことか

ら、ａ＋評定とした。

評価委員会の意見等

・ 研究所の存在意義を内外にアピールする重要なテーマであり、成果が具体的な施策に反

映されていることを評価した。

・ 研究対象箇所について、本研究分野の中での位置づけを明確化する必要がある。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度 評価シート（評価単位用）

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目）１．試験及び研究並びに調査

（小項目 （１）研究の推進方向）

カ．効率的生産システムの構築に関する研究

評価単位 カ 効率的生産システムの構築に関する研究

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい

日本の林業は長期的な林業経営の不振から山の手入れが行き届かず、森林資源の質的低

下や健全性の低下が顕在化している。こうした状況の中で持続可能な林業経営を実現する

ため、林業基盤整備と生産性向上による林業生産のトータルコスト低減を目指した施業技

術の開発が緊急の課題となっている。

今期の中期計画においては、多様な林型に応じた森林の動態予測と目標とする林型への

誘導技術の確立、省力的作業のための機械化技術の高度化、自然条件を配慮した路網シス

テムに基づく安全で効率的な林業生産システムの開発研究を行う。

実施結果

（ア）多様な森林施業と効率的育林技術の開発

林内光環境モデルを作成し、群状伐採が光環境改善に有効であることを示した。ササ生

地におけるネズミの役割を解析し、有効な更新補助作業を提示した。

①生産目標に応じた森林への誘導及び成長予測技術の開発

・林冠－林内光環境－下層木成長の関係をシミュレートするモデルを作成し、林冠調節に

よる林内光環境制御技術を開発した。

・ヒノキ下木を健全に成長させるには定性的間伐より群状伐採がよいことを確認し、必要

なギャップの面積を示した。

②天然更新・再生機構を利用した省力的森林育成技術の開発

・ササ生地での地がきによる下層植生の除去が、ネズミの種子・実生への捕食圧を軽減さ

せ、樹木の更新が促進される事を示した。除草剤成分の森林生態系への影響が、極めて

僅かである事を明らかにし、薬剤による侵入木の駆除技術の確立を図った。

・ホオノキ、クリ、ミズナラなどの上層への進出による、スギ人工林の針交混交林への移

。 、行過程を明らかにした ブナの保残母樹の除去は更新樹の密度にはあまり影響しないが

樹高成長を促進する効果を持つことを明らかにした。

（イ）持続的な森林管理・経営に向けた機械化作業技術の開発

急傾斜地で作業機械を制御するウインチシステム、造林の機械化に用いるシードプラグ

の改善、効率的な路網開設方法の開発など機械作業の安全性を向上させる技術開発を行っ

た。

①効率的な森林作業を行うための林業機械の性能向上

・機体支持装置のウインチドラムの改良、ワイヤロープ張力の値をフィードバックする制

御装置の試作を行った。

、 。・新たに設計したコンテナを用い シードプラグに吸水済種子を包埋する方法を考案した

土壌の保水に有効な地拵え法を明らかにするとともに、マルチ展張装置及び自動耕耘植

付機の改良を図った。

②機械作業技術と路網整備の高度化

・路網と機械の組み合わせによる集材、木寄せ特性の解明を行い、路網の開設効果算定法

を開発した。地盤情報図、路網作設適不適区分図を作成した。これらを基に新たな路網

計画指針を示した。
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・実労働災害事例やニア事故の分析を通して災害発生パターンを明らかにし、発生パター

ンごとに災害を防止するための安全作業指針を作成した。

・高性能林業機械を中心とする伐木・集材・造材の各作業工程の組み合わせによる伐出作

業システムの生産性を算定するプログラムを開発した。

（ウ）持続的な森林管理・経営のための効率的生産システムの開発

伐出コスト算定プログラムとシステム収穫表 の改善により伐出作業における収支LYCS
予測の精度を高めた。機械の自動化のためセンサーを用いた制御技術を向上させた。高齢

トドマツ、カラマツ、スギ人工林及びヒバ林の健全な育成・管理に繋がる施業システムの

改善法を示した。

①生産目標に応じた効率的生産システム策定技術の開発

・伐出コスト算定プログラムを用いて、代表的な伐出システムについて伐出コストの実績

値を比較分析した結果、費用関数は概ね同様の傾向となることが明らかとなった。保育

作業について理論功程式から地拵え、植付けなど４作業種の功程表を作成した。

・システム収穫表 の改善を行うとともに、これまでの成果を収支予測システムとしLYCS
て統合し、植栽から伐採までの全期間にわたる収支予測を行った結果、初期投資がコス

ト全体の過半数を占めることを明らかにした。

・ 例の間伐事例（択伐を含む）を対象に、地形傾斜、集材距離、伐区面積などの作業337
条件下における伐出機械の適用範囲を明らかにした。高密路網の成立要因として、高知

県など３県における調査から路網配置と地形の関係を明らかにした。

・密度管理図、樹高生長曲線、収量比数を組み合わせた施業指針の作成プログラムを開発

した。各小班の地形情報を から抽出し、架線や集材路といった施設配置を対話的GIS
に検討するプログラムを開発した。

・森林画像を自動取得する装置および立木位置情報から間伐木の自動選定を行う手法を開

発した。間伐材・森林バイオマスを収穫する森林資源収穫機械を試作した。

・カメラとレーザーパターンプロジェクターを組み合わせた立木自動計測装置を試作し、

立木位置で 以内、直径で 以内の計測精度を得た。3cm 2cm
②地域林業システムの構築

・トドマツ人工林の高齢化に伴う植生現存量と土壌の化学性の変化、カラマツ腐朽害の立

地特性を明らかにした。道東の自然・社会条件を踏まえたカラマツ長伐期経営モデルを

作成した。

・スギ高齢人工林の個体成長に及ぼす周辺個体の影響を解明し個体成長の管理方法を示し

た。さらに、ヒバの実生の根圏微生物とそれが生成する化学物質を同定し、根圏微生物

が実生の消長へ及ぼす影響を明らかにした。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

当分野は、森林施業技術関連４課題、機械化作業技術関連５課題、効率的生産システム

関連７課題の計１６課題で構成されている。

森林施業技術については、林内光環境制御モデルを開発し多様な施業現場での応用を可

能としたほか、機械化作業技術の開発については、機体支持装置のウインチドラムの改良

や新たな路網計画指針の提示など機械作業の効率化と安全確保に貢献することができ、効

率的生産システムの開発についても植栽から伐採までの収支予測手法を開発し現場でのコ

スト計算の効率化に貢献するなど、全ての課題で年度計画を達成したことから、分野全体

として今年度の計画を達成したと判断し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

さらに実用化を強く意識して努力をしてほしい。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度 評価シート（評価単位用）

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目）１．試験及び研究並びに調査

（小項目 （１）研究の推進方向）

キ．森林の新たな利用を推進し山村振興に資する研究

評価単位 キ 森林の新たな利用を推進し山村振興に資する研究

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい

近年、環境や資源の有限性が認識されるとともに、国民の価値観が、自然とのふれあい

や、ゆとりを重視する方向へ変化している。一方、自然資源の豊富な山村では、過疎化・

高齢化の進展、木材・特用林産物の生産活動の低迷等により、国民のニーズに応じた森林

管理や山村の維持が困難になってきている。

山村の活性化を図るには、重要な資源である森林を多様な形で活用し、地域産業の振興

、 。を図るとともに 国民生活における森林・山村の役割を明確にしていくことが必要である

今期の中期計画においては、里山の国民生活に果たす役割・機能について、生物の多様

性や景観、健康面や地球環境等多様な方面から解明・評価を行うとともに、その管理と利

用方策について、保健・文化・教育、木材利用等の観点から提示する。

また、山村が有する資源の有効利用の観点から、特用林産資源であるきのこ類や木炭に

ついて、きのこの系統識別手法や病虫害対策技術の開発研究、木炭の環境浄化資材として

の利用方法の開発研究に取り組む。

実施結果

（ア）里山・山村が有する多様な機能の解明と評価

都市近郊の里山が成立する自然条件としての樹木の繁殖生態、種子散布を行う動物の関

与、社会条件としての資源利用の実態解明を行った。森林の癒し機能を生理反応を指標と

して測定する手法を開発した。ハチ刺傷事故防止のためのパンフレットを作成した。スギ

花粉対策として花芽形成抑制技術の開発を行った。教育資源としての森林の有効配置の事

例を抽出した。

①里山の公益的機能及び生産機能の自然的・社会的評価に基づく保全・管理手法の開発

・鳥類群集組成について広葉樹二次林では面積の増加に伴い鳥類の種数が大きく増える

が、針葉樹人工林ではそれほど増えないこと、アカネズミはクヌギやアベマキの種子散

布には貢献するものの、コナラ等の散布にはほとんど関与しないことを明らかにした。

・近代初頭～戦前の里山における資源利用と、集落域の地形や土地所有等地理的構造との

連関マップを作成し、多層的な相互作用が里山ランドスケープの形成に関与していたこ

とを明らかにした。

・常緑樹と落葉樹の樹皮表面積はそれぞれ と ( ・ )と見積ることができ、群0.23 0.61 ha ha-1
落レベルの木部組織呼吸量を算出することができた。

・森林資源モニタリング調査事業のデータから近畿、関東両地方の持続的利用可能量を算

出し、約 万世帯分の電力供給が可能であり、バイオマス利用からみた都市近郊林・50
里山林の木材生産機能は重要であることを示した。

②保健・文化・教育機能の評価と活用手法の開発

・フィールド実験により森林浴の効果を生理的に明らかにした。また、森林浴による発ガ

ン抑制効果をケーススタディとして示した。自然環境要素活用マニュアルおよびハチ刺

傷事故予防のためのパンフレットを作成した。

・花粉生産抑制を考慮した間伐指針を作成した。組換えスギの作出への取り組みにより組

換えスギのカルス培養細胞を得た。雄性不稔遺伝子と連鎖する マーカーを探索及DNA
び雄性不稔関連遺伝子の単離を進めた。
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・森林浴効果の評価のため、全国の森林から収集した林内の温熱、光、イオン環境等のデ

ータを都市部と比較した結果、特に照度について森林と都市で有意な違いがあり、森林

の林内照度の平均が、人が感じる光に対する満足度の適値域にあることを示した。メッ

シュ解析により観光レクの機能を向上させる森林整備の評価手法を開発し、地域森林計

画に組み込む手順を示した。昨年度までの成果と合わせ、観光・レク機能に重要な役割

を果たす森林の景観計画策定のためのガイドブックを刊行した。

・森林に生息する動植物の生態的特性を教育素材として活用するため、鳥類による種子散

布に効果的な止まり木タイプの調査や小型哺乳類分布と種子サイズとの関係の解析等を

進めた。緑地など環境教育資源の配置効果を高めるため、先進事例を調査し、離れた教

育資源スポットをトレイルで結ぶなど実現可能な方策を提示した。研究成果を反映させ

た教材提供のため「環境教育林の手引き第２版」を発行した。

（イ）伝統文化や地域資源を活用した山村活性化手法の開発

伝統文化に関して、サクラの名称に関する意識、巨樹の消失原因、里山地域での生物と

のふれあいの伝承を調査した。主要な特用林産物である食用きのこの新品種発掘と栽培法

の改善、トレーサビリティを可能にする品種の識別法の開発を行った。

①伝統文化等を活用した都市・山村交流の効果の解明

・ウェブサイトの分析でサクラの文化的認識の種類ごとの差異や、里山動植物の接触頻度

による認識の変化について定量的に示した。

。 、・ 樹種の巨樹の最大樹齢をとりまとめた 森林管理が効果的な伝統文化資源について120
流域間の量的差異を定量的に示す手法を開発した。

②特用林産物等地域資源の活用手法の高度化

・ 点の野性きのこを採集し、食用きのこを含む 系統の菌株を分離し、うち 菌株220 30 20
。 、を農林水産省ジーンバンクに登録した ショウロ菌糸を培養しクロマツ実生苗に接種し

年 ケ月後に子実体発生を確認した。2 7
・クロコブタケ子のう胞子をほだ木へ接種し、被害の程度を比較することにより侵入経路

の推察を行った。ゲノム の量が 以上で を種特異的にDNA 0.5pg Trichoderma harziatum
検出できる 法を開発した。PCR

90 IGS1-DNA DDJB・シイタケ 品種の シーケンスを決定し データベースに公開するため、

に登録した。新たに解析した分離データを加え、 連鎖群に の遺伝子座が載った11 300
シイタケの連鎖地図を作製した。野外放散した きのこの定量追跡を行えることをLMO
確認した。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

当分野は、里山・山村の機能解明８課題、地域資源活用による山村活性化６課題の計１

４課題から構成されている。里山・山村の機能については、里山景観の形成に影響を与え

る自然的・社会的条件の解明や、森林のリラックス効果を生理反応を指標として測定する

手法の開発、スギ花粉対策のための花芽形成抑制技術の開発などが進み、レクレーション

利用の促進に貢献する成果を上げた。地域資源活用については、伝統文化資源の地理的特

徴をメッシュで解析する手法の開発が進み、地域森林計画に活かせるようになり、シイタ

ケ遺伝子の連鎖地図の作成、栽培化の可能性のある野生きのこ菌株のジーンバンクへの登

録、栽培きのこ害菌の分離・保存、同定技術の開発などが進み、きのこ産業の基盤の維持

・強化に貢献する成果を上げるなど、いずれの課題も年度計画を達成したことから、分野

全体として今年度の計画を達成したと判断し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

徐々に体系化が進んでおり、さらに一層の努力を期待する。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

（中項目）１ 試験及び研究並びに調査

（小項目 （１）研究の推進方向）

ク 木質資源の環境調和・循環利用技術の開発に関する研究

ク 木質資源の環境調和・循環利用技術の開発に関する研究評価単位

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい

環境への負荷が少なく、持続的発展が可能で、環境と調和した循環型社会を構築し、林

業・木材産業や山村の活性化に資するためには、化石資源に替えて再生産が可能な木質資

源の多角的な利用を積極的に進めることが重要である。

今期の中期計画においては、バイオマス資源の利用について、樹木成分をより高度に利

用するためにその化学構造や反応特性を解明し、バイオマスの液化や超臨界流体処理によ

る再資源化技術等を開発するとともに、木材製品の製造から廃棄過程における環境影響を

評価し環境負荷を低減する技術を開発する。また、木質材料の高度利用を目指して、積層

・複合化技術などを活用した優れた強度性能をもつ木質材料や、化学改質により高い機能

性や耐久性能をもつ木質材料の開発を行う。

実施結果

ア）バイオマス資源の多角的利用技術の開発（

樹木成分をより高度に利用するために、リグニンと炭水化物の結合様式の定量化、樹皮

タンニンの化学構造とアンモニア処理効果の解明、セルロースフィルムの延伸や結晶化と

機能の解明などを行った。バイオマスを化学変換により再資源化するために、液化による

レブリン酸の収率向上、機能性プラスチックス原料であるピロンジカルボン酸の生産シス

テムの構築、オゾン前処理スギ木粉から並行複発酵によるエタノールの製造などを行なっ

た。木材製品の環境影響評価及び負荷低減のために、ダイオキシン類生成量を減少させる

酸化鉄の効果の解明、日本の「木材炭素貯蔵評価モデル」による伐採木材の炭素貯蔵量の

試算 「地域におけるバイオマス資源循環利用診断モデル」の推計精度の向上などを行っ、

た。

①樹木成分の高度利用技術の開発

・アカマツ材中には、グルコース及びマンノースの 位とリグニンのベンジル位で結合し6
たリグニンと炭水化物の結合体が、リグニン ユニット 個当たり 個存C6-C3 100 1.7-4.8

。 、在することを明らかにした パルプの漂白時に発生する有機塩素化合物を削減するには

酸処理で予めヘキセンウロン酸を除去しておく必要があることを明らかにした。

・樹皮タンニンのアンモニア処理は、ホルムアルデヒド捕捉能を向上させ、 環にピロガB
ロール核を多く有するタンニンほど効果が高いことを明らかにした。バガスを爆砕発酵

すると、抗酸化活性成分であるフェルラ酸の含有量が増大することを明らかにし、国際

特許を出願し、実用化に至った。

・オオウズラタケの生産する低分子量のグルカナーゼは 及び グルカン、キシログ1,3- 1,4-
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ルカングルコマンナンに、高分子量グルカナーゼは 結合を有する高分子多糖に特異1,4-
性を示すこと、オオウズラタケ由来のβ グルコシダーゼが立体保持型酵素であること-
を明らかにした。

・セルロース溶液とセルロース誘導体溶液とのブレンドにより、歪みが少なく、乾燥しに

くいテンプレートを得た。二軸延伸後に結晶化して得られたセルロースフィルムは

（ ）面が面配列していること、引張り物性は結晶化前後で変わらないことを明らか1-10
にし、企業との共同研究に至った。

②化学変換等による再資源化技術の開発

・加溶媒分解反応系にポリエチレングリコールを加えると、熱成型性に富むリグニンが調

製でき、加溶媒分解を 段階にすることで、有用物質であるレブリン酸の収率を大幅に2
向上することができた。微生物機能を利用しガリック酸から 以上の効率で機能性90%
プラスチックス原料であるピロンジカルボン酸を生産することが出来た。

・湿式オゾン処理にリファイナーを付加することで、乾式オゾン処理の ％のオゾン投80
入量で同等の糖化率に出来ること、リグニン１モル（ と概算）あたりオゾン投入200g
量が モルを超えると収支がマイナスになること、オゾン前処理スギ木粉を スケ0.4 30L
ールの発酵装置で並行複発酵を行ない、ほぼ理論収率のエタノール生産が可能であるこ

とを明らかにした。

③環境影響評価及び負荷を低減する技術の開発

・塩化ナトリウム添加材の燃焼試験で生成するダイオキシン類生成量に及ぼすインヒビタ

ーの効果は、酸化鉄が最大で生成量は小型炉の規制値の 以下であること、市販塗1/10
装剤を塗布した木片の燃焼試験で発生するダイオキシン類の毒性等量は、小型炉の規制

値に比べて非常に低い値であることを明らかにした。

・伐採木材の炭素貯蔵量の試算結果は、 年の「 ガイドラインの手法」と日本の2006 IPCC
IPCC「 」 、 、木材炭素貯蔵評価モデル で大きく異なり 後者で大きいことを明らかにし 更に

が定めた寿命解析の問題点を示した。キノコ廃菌床の発生量原単位と各種木質系残廃材

の嵩密度を解析することで「地域におけるバイオマス資源循環利用診断モデル」の推計

精度を向上させた。

（イ）木質材料の高度利用技術の開発

積層・複合化により優れた性能を持つ木質材料を開発するために、普通合板、特殊合板

及び集成材からのアセトアルデヒドの放散機構の解明、スギの 厚物合板を使用して24mm
大壁仕様と真壁仕様の耐力壁を製造し 倍を越える壁倍率化などを行った。木質材料の高5

、 、機能化・高耐久化のために 顔料添加による木粉・プラスチック複合材料の白色化の低減

硫酸鉄系化合物とタンニンの化学着色による木材の耐候化などを行った。廃棄物から土木

・建築用資材を開発するために、パーティクルボードを表層材に用いた屋根下地用複合断

熱パネルの試作、合成繊維と爆裂木材細片を用いた低密度材料の製造などを行った。

①積層・接着による高性能木質材料の開発

、 、・木材液化物から得られた接着剤の耐水性を改善し ホルムアルデヒド放散特性を解明し

低ホルムアルデヒド型接着剤による合板の接着耐久性を解明し、普通合板、特殊合板及

び集成材からのアセトアルデヒド等化学物質の放散機構を解明した。

・厚さ方向の密度勾配を制御した木質ボードの表層厚さと曲げ強さの関係を明らかにし、

密度勾配の制御が木質ボードの性能向上に有効であることを示し、異種材料の配置や使

用する材積など断面設計と強度性能の関係について等価断面法で算定するとともに、異
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種材料を積層する際に発生するせん断力に対する断面設計を配慮した仕方表を作成し

た。

・異樹種を含めた各種ラミナ構成での引張、圧縮、曲げ、及び住宅用柱脚金物との接合強

度、スギの厚さ の厚物合板に対して 釘を ピッチで留め付けた時に24mm CN75 100mm
大壁仕様、真壁仕様共に壁倍率５倍を超える耐力壁の性能が得られことなどを明らかに

した。更に合板用需要の増加に伴う製材に適さない低質材（Ｂ材）の価格の上昇は素材

生産業者の体力増強を図る一方、皆伐面積増加による再造林放棄地の増加をもたらして

いることを示した。

②木質材料の高機能化・高耐久化技術の開発

・木粉と熱可塑性プラスチックの複合材料は、顔料の添加で白色化は大幅に改善されるが

チョーキングは抑制できないこと、木材表面のプラズマ処理による低汚染性には屋外耐

久性が認めらないこと、福祉用具部材として木材に求められる性能は、強度等に加えな

ごみや豊かさを表現する木質感が重要であることを明らかにした。

・カミキリ由来のシロアリ忌避物質の構造決定を行なった。硫酸鉄系化合物とタンニンに

よる化学着色は木材の耐候性を向上させることを明らかにした。

③木質系廃棄物からの土木・建築用資材の開発

・パーティクルボードを表層材に用いた屋根下地用複合断熱パネルを試作しその性能を把

、 。握し 輸入 を廃材由来の国内産パーティクルボードで代替する基礎データとしたOSB
ポリプロピレン、ポリエチレン繊維をバインダとして爆裂木材細片を用いた熱伝導率の

低い低密度材料の製造条件を明らかにした。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

当分野は、バイオマス資源の多角的利用技術の開発 課題、木質材料の高度利用技術の9
開発 課題の計 課題で構成されている。前者の中のダイオキシン関連の課題が、塩素6 15
を含まない木材保存剤を用いて試験を行ったことから概ね達成と評価された。しかし、バ

イオマス資源の多角的利用技術の開発では、バガスの爆砕発酵処理の実用化や、加溶媒分

解反応系の副産物として熱成型性に富むリグニンを調製する成果を得たこと、木質材料の

高度利用技術の開発では、各種建材からのアセトアルデヒドの放散機構の解明や、硫酸鉄

系化合物とタンニンの化学着色による木材の耐候化で成果を得たことから、研究分野全体

としては、ａ＋評定とした。

評価委員会の意見等

ライフサイクル分析等開発内容の達成度は高く、林業、木材産業の活性化につながる取り

組みである。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するために取るべき措置

（中項目）１ 試験及び研究並びに調査

（小項目 （１）研究の推進方向）

ケ 安全・快適性の向上を目指した木質材料の加工・利用技術の開発に関する研究

評価単位 ケ 安全・快適性の向上を目指した木質材料の加工・利用技術の開発に関する研究

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい

安全で快適な住・生活環境の構築に向けた国民の多様なニーズに応え、豊かな木の文化

を活かしつつ、再生可能な資源である木材の有効利用を図るために、建築用材など木質材

料の安定供給による国産材の需要拡大を推進していくことが極めて重要である。

、 、今期の中期計画においては 木質構造物等の構造安全性の向上や木質居住環境の改善等

安全・快適性の向上を目指した木質材料の利用技術を開発するとともに、国産材の安定供

給および利用拡大を図るために、スギ材の効率的乾燥技術の体系化等国産材の加工・利用

技術を開発する。

実施結果（１７年度実績）

（ア） 安全・快適性の向上を目指した木質材料の利用技術の開発

木材標本データベースを改良し、スギ品種及び広葉樹の材質特性データを充実させた。

乾燥材の内部割れを判定する手法として、打撃による固有振動数を利用する技術を開発し

た。木材の各種非破壊評価法の基礎技術とするべく木材破壊時の圧電特性等について解明

した。木材のせん断強度試験法として、必ずしもせん断で破壊しない の試験法の代ISO
替法を提案した。木材強度データベースシステムを改良し、接合強度データ解析プログラ

ムを 上で公開した。木材の腐朽と建物強度との関係を解明した。天井を張らない民Web
家型住宅床の衝撃音遮断性能の改善方法を提案し、木炭の床下調湿効果の持続性を確認す

るとともに、個人差を考慮した快適性評価技術を高度化させた。

①木材特性の解明および評価手法の開発

・木材識別データベースの利便性を高める改良を行い、ツツジ属の道管形態、ダフリアカ

ラマツにおける光合成炭素の配分経路と時期、青森県の縄文時代前中期の木材利用実態

を解明した。

・スギ５品種の材質特性について遺伝や環境の影響、スギとヒノキの期間成長様式の相違

を明らかにするとともに、針葉樹及び広葉樹計 種の容積密度データを得た。44
・打撃による固有振動数から求めたヤング係数とせん断弾性係数の比率から内部割れの量

を推定して材を選別する技術を開発するとともに、木材破壊時に生じる圧電気信号の電

位差及び複合材料の温度可変時の微少電流の減衰について解明した。

②住宅や中・大規模木質構造の構造安全性の向上

・ の曲げ方式せん断試験方法は曲げ破壊を生じる場合が多いなどの問題があり、確実ISO
にせん断破壊を生じさせるいす型せん断試験方法が有効であることを明らかにした。ネ

ットワーク環境で使用できる木材の強度データベース及びその管理システムを開発し
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た。

・接合部の荷重－変形に関する強度データベース構築のために必要となる接合部データ自

動解析プログラムを一般に公開すべく サービス上で作動可能にした。さらに、異Web
樹種集成材の金物接合強度に関するデータを収集した。

・国家的研究プロジェクト「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」において、木材の腐

朽よりも腐朽以外の要因が建物全体の構造性能に寄与していることを明らかにした。

③木質居住環境の改善

・天井を省略する民家型住宅の床で、リフォームを想定してスギフローリングの２重張り

等を行った場合の床衝撃音遮断性能の改善効果を明らかにするとともに、木炭の床下調

湿効果の持続性を５年目まで確認した。

・木材使用における音・熱環境の快適性を評価する技術を向上させるとともに、個人差を

考慮した快適性評価技術を高度化させた。

（イ） 国産材の加工・利用技術の開発

・これまでに構造用スギ乾燥材生産システムの構築のための研究を主として「スギ高速乾

燥」のプロジェクト研究の中で行ってきたが、今年度はさらに乾燥材生産を始めとする

工場生産や機械加工の効率化・適正化のための研究を行い、丸太の非破壊評価法、木材

強度への高温高湿処理による影響、集成材ラミナの減圧乾燥スケジュール、切削浮遊粉

塵の空間分布、プレカット工場の生産構造、乾燥材生産のためのインサイジング法、燃

料化等のための廃材破砕法等を明らかにした。

①スギ材の効率乾燥技術の開発

・電気容量および位相差の測定に基づく丸太の含水率分布検出法、材内密度分布を非破壊

的に測定する技術を開発するとともに、木口面内の部位による超音波伝搬速度ならびに

振幅の変化を解明した。

・高温高湿処理によって縦引張り強さは変化するが、縦引張りヤング係数は影響されない

ことを明らかにした。

・集成材ラミナの減圧乾燥のための標準的なスケジュールを明らかにするとともに、高速

乾燥技術を改良した。

②住宅部材の性能保証のためのスギ乾燥材生産システムの構築

VOC・強度性能に及ぼす乾燥処理条件の影響を荷重条件別 明らかにし さらに乾燥材のに 、

の評価によって、適正な構造用スギ乾燥材生産システム構築のための指針を得た。

③加工技術の高度化

・丸鋸切削における浮遊粉塵の空間分布の解明、プレカット工場の生産構造の分析など、

機械加工における作業環境の改善や工場生産の効率化に資する成果を得た。

・省エネ化が特に求められる乾燥材生産において効率的なインサイジング法を開発し、特

許を申請した。また、廃材の燃料化等のための破砕法や乾燥法を明らかにした。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

木材標本、材料強度、接合強度、構造強度のデータベースの改良、及び快適性評価手法

の高度化により、安全・快適性の向上のための木材利用技術を当初計画通りに完成させ、

また、丸太の非破壊評価と高速乾燥技術の改良、インサイジング法の導入等により、乾燥

材生産と機械加工の効率化・適正化を計画どおりに達成したことから、ａ評定とした。
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評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

（中項目）１ 試験及び研究並びに調査

（小項目 （１）研究の推進方向）

コ 生物機能の解明と新素材の開発に向けた研究

評価単位 コ 生物機能の解明と新素材の開発に向けた研究

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい

森林生物が持つ多様な機能をより有効に利用し、新素材を開発することは、森林資源の

有効活用の観点から極めて有効な課題となっている。このために、きのこ類を含めた森林

生物のゲノムを解析し、生命現象の分子機構の解明を行うとともに、新素材に繋がる遺伝

子組換え生物を開発することが必要である。さらに、機能性素材の開発及び環境保全・修

復に向けた森林生物機能の高度利用技術の開発を行う必要がある。

今期の中期計画においては、高密度基盤遺伝子地図の作成による森林植物の遺伝子解析

技術の高度化、樹木の形態形成等に関連する遺伝子の単離とその発現特性の解明、遺伝子

組換え生物の開発に向けた不定胚経由の個体再生系及びベクター（遺伝子の運び屋）等の

開発と導入遺伝子の解析を行う。さらに、樹木が生産する生理活性成分の探索、食品とし

ての高度化を図るためのきのこ類のニオイ成分等の解析、担子菌による環境汚染物質の分

解機能の解明を行う。

実施結果（１７年度実績）

（ア） 森林生物のゲノム研究

西日本のスギ天然林集団は遺伝的に多様性が高いことやウラスギとオモテスギは遺伝的

に分化していること、さらにスギの開花関連遺伝子を連鎖地図上で位置付けることができ

ること等、ＤＮＡの分析を行うことにより森林植物ゲノムの解析を信頼度を高く、かつ詳

細に行うことを目指す高度化が可能なことを示した。

① 高密度基盤遺伝子地図の作成

・スギ天然林において西日本の集団の遺伝的多様性が高いのは、最終氷期の逃避地と密接

な関連があること、またウラスギとオモテスギが遺伝的に分化していることを明らかに

するとともに、スギの開花との関連が想定される遺伝子を連鎖地図上に位置付けたこと

により、ＤＮＡマーカーを利用した針葉樹ゲノムの解析を深化させた。

（イ） 森林生物の生命現象の分子機構の解明

ポプラから新たに単離したジベレリン生合成に関する酵素遺伝子は通常の生育条件下で

は発現していないが、 合成阻害剤の処理で発現が誘導されること、ガンマ線照射はポGA
プラの の損傷を回復する遺伝子の発現を誘導すること、さらにヒラタケの子実体がDNA
形成される時にはトリアシルグリセロールリパーゼ相同遺伝子が特異的に発現すること

等、森林生物において遺伝子の発現を誘導する環境要因等の解明を進捗させた。また、樹

木細胞壁の合成に関わる酵素の活性を測定する方法や人工的に合成したアルキルグルコー

スがきのこの子実体形成を誘導する活性を備えていることを明らかにし、樹木の細胞壁合

成やきのこの子実体形成機構を生体物質のレベルで解明するための知見を集積した。
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① 成長・分化及び環境応答等生理現象の分子機構の解明

・ポプラから新たに単離した５種類のジベレリン生合成に関わる酵素の遺伝子は、いずれ

も通常の生育条件下では発現が認められないが、 合成阻害剤で処理することによりGA
発現が誘導されることを明らかにすることで樹木の成長・分化に関わる遺伝子の機能解

明に向けた研究を進捗させた。

・植物の細胞壁の構成成分であるペクチン多糖の合成に関わるアラビノピラノース転移酵

素の反応を試験管内で測定する手法を明らかにすることで、樹木の細胞壁の生合成に関

与する酵素を生化学的に解明することを可能にした。

・樹木のストレスに対する遺伝子レベルでの反応を解明するために、ポプラへのガンマ線

の照射が遺伝子の発現に及ぼす影響を調べたところ、損傷したＤＮＡの回復に関与する

リガーゼ遺伝子の発現が高まることを明らかにした。DNA
・ヒラタケの子実体形成時にトリアシルグリセロールリパーゼ相同遺伝子が特異的に発現

することから脂肪の分解が子実体形成に関わること、さらに合成したアルキルグルコー

スがきのこの子実体形成活性を示すとともに子実体形成活性はアルキル基鎖長に依存す

ること等を明らかにして、きのこの子実体形成機構の解明を進展させた。

（ウ）遺伝子組換え生物の開発

スギ、ヒノキ、クロマツ、ヤクタネゴヨウで不定胚経由の安定的な個体再生系を開発す

るとともに、スギ等の針葉樹の不定胚形成細胞の超低温保存に成功した。さらに、マツタ

ケから単離したレトロエレメントを用いたベクターを開発することでシイタケの遺伝子組

換え体の作出に成功するとともに、ハタケシメジ等へパーティクルガン法により遺伝子導

入が可能なことを明らかにし、遺伝子組換え生物の開発に必要な基礎技術を開発した。

除草剤に対する耐性遺伝子を導入した組換えポプラは、導入遺伝子の発現特性を明らか

にして、組換え樹木の安全性評価技術の開発に繋がる成果を得ることができた。

① 遺伝子組換え生物作出技術の開発

・スギ、ヒノキ、クロマツ、ヤクタネゴヨウで不定胚を経由して安定的に個体を再生する

系を開発するとともに、スギ、ヒノキ等不定胚形成細胞の液体窒素中での超低温保存に

成功し、組換え樹木の創出・保存に向けた技術を開発した。

・マツタケ由来のレトロエレメントの 反復配列（ ）を用いて開発したベクター5'- 5'-LTR
を利用して一度に多くのコピー数の遺伝子を導入するシイタケの遺伝子組換え体を作出

することができた。さらに、パーティクルガン法により、ハタケシメジ、アミタケ、ハ

ナイグチ、ショウロ等への遺伝子導入が可能なことを明らかにすることで、菌根性きの

こを中心とした有用きのこの遺伝子組換え体の作出技術を開発した。

② 導入遺伝子の発現機構の解明及び安全性評価

・除草剤であるビアラホスに対する耐性を付与する遺伝子を導入した組換えポプラは、約

年間継代培養した後でもビアラホスへの耐性を保持していることから、導入遺伝子が3
ポプラのゲノム内に安定的に存在し、活発に発現していることが明らかになり、組換え

樹木における導入遺伝子の解析を進めることができた。

（エ）森林生物機能の高度利用技術の開発

アレロパシー現象の強い樹種として知られる２種のモクマオウで特に植物成長抑制活性

の高い物質としてガリック酸及びシリンガ酸を検出するとともに、シイタケの機能性物質

であるエリタデニンの含量が栽培温度の高低差を大きくすることで高まることを明らかに

した。これらの研究成果により、森林生物機能の高度な利用に向けた技術を開発するため
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の基礎的知見の蓄積を進捗させることができた。

ウスヒラタケはダイオキシン存在下で異物の代謝に関わる遺伝子を発現していることを

見いだし、微生物による汚染土壌の浄化技術の開発に遺伝子を利用するための基礎情報を

得た。

① 森林生物の多様な機能の解明と利用技術の開発

・アレロパシー現象の強い２種のモクマオウ（グラウカ、トクサバ）の種子から特に植物

成長抑制活性の高い物質としてガリック酸、シリンガ酸を見出し、森林生物の有用機能

を利用するための基礎情報を得た。

・シイタケの栽培においてシイタケの原基形成後の栽培温度の高低差を大きくする方法に

より、機能性物質であるエリタデニンの含量が高まることが明らかになり、シイタケの

栽培技術の高度化で多様な機能の利用を目指す技術の開発に資する知見を得た。

② 森林生物等が持つ環境浄化機能の解明と遺伝的改変による機能強化

・木材腐朽菌によるダイオキシンの分解に関与する遺伝子を解明するため、ウスヒラタケ

がダイオキシンの存在下で発現している遺伝子を網羅的に調べ、異物の代謝に関わる酵

。素である に類似した塩基配列を有する遺伝子が発現していることを明らかにしたP450

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

西日本のスギ天然林集団は遺伝的に多様性が高いことや、ポプラの成長に関わるジベレ

リンの生合成関連遺伝子の発現がジベレリンの合成を阻害することで高まることを明らか

にする等、樹木ゲノムの機能の解明に関連する研究で年度計画を越えて目標を達成し、森

林生物機能の高度利用に関する研究においても計画どおりに進捗したことから、分野全体

としては年度計画を達成したと判断し、ａと評定した。

評価委員会の意見等

我が国の森林遺伝子研究のレベルを高く保つために不可欠な研究であり、将来のため一層

の発展を期待する。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度 評価シート（評価単位用）

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目）１．試験及び研究並びに調査

（小項目 （１）研究の推進方向）

サ．森林・林業・木材産業政策の企画立案に資する研究

評価単位 サ 森林・林業・木材産業政策の企画立案に資する研究

評価単位に係る業務の実績に関する概要

課題のねらい

森林・林業・木材産業政策の基本方向は、森林の多様な機能を持続的に発揮させていく

管理・経営へと転換しつつあり、グローバル化した経済の中で国内外の森林・林業・木材

産業の現状と動向の分析を行うとともに、それに対応した持続的な森林管理・経営のため

の政策手法の高度化を図ることが求められている。

今期の中期計画においては、世界林産物貿易モデルの改良を行い、グローバルな視点に

立った木材需給と貿易の概略的な長期見通しを行う。国内的な視点では国産材の需要拡大

条件を解明するとともに、中山間地域の活性化の観点から、林業経営や林業生産に関わる

事業体や経営体等の動向分析を行う。

実施結果

（ア）国内外の木材需給と貿易の動向分析

世界林産物需給モデル( )のパラメータの調製を行い、 年までの長期推計をWFPM 2030
行った。 年代に入り、外材製品と対抗できる国産材製品供給の動きが出始めている2000
ことを明らかにした。

①主要木材輸出国及び我が国における木材需給と貿易の動向分析

・林産物の需要関数と供給関数を推定し、 のパラメータの調整を行った。改善しWFPM
たモデルを用いて一定のシナリオの下で世界林産物市場のシミュレーション分析を行

い、紙及び木質ボードの消費量が大幅に増加するという推計結果を得た。世界の主要林

。 、産物市場の動向を総括的に分析した 違法伐採材に対する我が国木材業界の対応を調査

分析し、国際的通関システムの必要性を提言した。

・国産材利用の流通再編の動向調査により、外材製品と市場競争力のある国産材製品（合

板、集成材、 製材品等）の大規模供給・利用の動きが出ていることを明らかにし、KD
国産材需要拡大のためにはこの動きに対応した素材の低価格・安定供給システムの構築

が必要であることを示した。国内の林産物需要・供給モデルを構築し、シミュレーショ

ン分析により 年には国産材供給が増加する可能性があるという推計結果を得た。2020

（イ）持続的な森林管理・経営のための政策手法の高度化

施業集団化に際し森林所有者が重視する条件を整理し、労働者の安定雇用のために事業

主体が備えるべき条件を示した。地域の活性化条件を抽出し、森林管理の基盤である森林

情報の整備や管理のあり方を示した。

①中山間地域の動向分析と森林管理・経営主体の育成方策の解明

・施業集団化の事例調査の結果から、森林所有者は集団化による新たな費用負担を忌避す

る傾向が強いことがわかった。都市からの新規就労者を将来の事業体経営や地域森林管

。 、理を担う人材として育成することの重要性を明らかにした 労働力需給モデルを構築し

年までの長期推計を行った。2030
・山形県金山町を事例に様々な主体の連携による 地域ぐるみの活性化のあり方を示しJs
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た。

また、同町の産業連関分析を行い、木材関連産業が地域経済に大きな波及効果を持つこ

とを明らかにした。森林情報の整備・利活用のあり方と、地籍調査の活用による境界画

定のための手法を提示した。森林資源モデル を開発し、森林資源の将来の変化FADAS
を推計した。近年の林地売買の実態調査の結果から、所有権の移動が伐採後の再造林放

棄につながりやすいことを明らかにした。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

当分野は、国内外の木材需給と貿易の動向分析の２課題、持続的な森林管理・経営のた

めの政策手法の 課題、計 課題から構成されている。2 4
木材需給と貿易の動向分析では、世界林産物市場モデルの改良によりいくつかのシナリ

オの下でシミュレーション分析を行う事が可能となった。また、競争力のある国産材製品

の大規模供給の動きが出始めている事を明らかにし、これに対応した素材の安定供給シス

テムの必要性を提言した。政策手法の高度化では、森林所有者が重視する「集団化メリッ

ト」を摘出・整理したほか、都市からの新規就労者を育成することの重要性や地域ぐるみ

の活性化のあり方を提示するなど、管理主体の育成策の立案に貢献する成果を上げ、いず

れの課題も年度計画を達成したことから、分野全体として今年度の計画を達成したと判断

し、ａ評定とした。

評価委員会の意見等

現況を基本とした調査研究面からの立案が複数提案されているが、それらの試験的な事例

についての動向分析などを期待したい。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目）１ 試験及び研究並びに調査

（小項目） きのこ類等遺伝資源の収集、保存(２)

評価単位 きのこ類等遺伝資源の収集、保存(２)

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

「きのこ類・森林微生物等の遺伝資源を 点探索・収集し、評価するとともに、独立500
、 。」行政法人農業生物資源研究所と連携協力して 遺伝資源の増殖・保存・配布を推進する

（中期計画）ため、

・きのこ類・森林微生物等の遺伝資源の収集等を引き続き行う。

実施結果（ 年度実績）17

野生きのこ、昆虫寄生菌、菌根菌等の森林微生物遺伝資源を 点収集し、これら 点83 83
、を独立行政法人農業生物資源研究所に委託保存した。種名は、Laetiporus sulphureus

等ほか多数である。遺伝資源Lentinula edodes Beauveria bassiana Beauveria brongniartii、 、

の収集・保存点数及び生物資源研究所への委託保存数は、平成 年度からの累計でそれ13
706 633 17ぞれ 点、 点となった。また、生物資源研究所経由の遺伝資源配布数は、平成

年度に 点、平成 年度からの累計で 点であった。さらに、特性評価については、43 13 145
食用きのこ 株について交配型と 核酸配列について行い、平成 年度からの累計29 DNA 13
で 点となった。154

きのこ類・森林微生物等の遺伝資源の収集推移*

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

収集・保存数 ２４７ １７９(426) ９２(518) １０５(623) ８３(706)

委託保存数 ２０９ １７９(388) ７２(460) ９０(550) ８３(633)

特性評価株数 ９６ ２５(121) ２(123) ２(125) ２９(154)

( )内は累計値*

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

、単年度の収集・保存数は昨年度までに比べ減少したが、累計値は着実に増大しており

特性評価と配布も着実に行ったことから、きのこ類等遺伝資源の収集、保存の単位を

ａ評定とした。

評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目）２ 分析及び鑑定

評価単位 ２ 分析及び鑑定

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

「各種依頼分析・鑑定に対し客観的で適正な実施を基本とし、迅速な対応に努める 」。

（中期計画）ため、

・外部からの分析、鑑定等の依頼に引き続き対応する。

実施結果（ 年度実績）17

（ ）、 （ ）、林業用種子の発芽効率の鑑定 件 難燃剤を注入した木材の燃焼量測定試験 件58 22
15 144木材の鑑定（ 件 、木質材料の耐候性試験、同じく耐蟻性試験、昆虫の鑑定、など）

件の依頼があり、その分析及び鑑定を実施した。

分析、鑑定依頼数の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

分析・鑑定依頼数 ２０６ ２３９ ２１７ ２０１ １４４

分析、鑑定の依頼件数が過去 年間に比べて当年度において少なかった理由は、要請に4
基づくものであることから年度ごとのばらつきが大きいことが主な理由であるが、当年度

は、木材の鑑定依頼が少なかったことも一因である。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

依頼件数は過去 年間に比べて少なかったが、木材鑑定をはじめ、外部からの要請に基4
づいて順調に業務を実施していることを評価して、分析、鑑定の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目）３ 講習

評価単位 ３ 講習

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

「国内外からの若手研究者を研修生として受け入れ、人材育成・資質向上に寄与すると

ともに、研究成果の普及のため各種研修への講師派遣等に応じ、情報の提供等を積極的に

行う （中期計画）ため、。」

・国内及び海外の大学、公立試験研究機関、民間等からの若手研究者等の研修希望者を

積極的かつ計画的に受け入れる。

・県、民間等からの技術指導等への講師派遣希望に積極的に対応する。

実施結果（ 年度実績）17

国内及び海外の大学等からの研修生の受け入れについては、受託研修生受入れ制度等に

より、 名を研修生として受け入れ、国や独法、県の研修生に対しては高度な研究調査95
手法や実験技術について、大学生に対しては研究の基礎について指導を行った。

○依頼元別の受入人数（括弧内は16年度の数）

国 （名古屋植物防疫所他） ２ （２）

独立行政法人 ０ （１）

県 （青森県農林総合研究所他） ２０ （２６）

大学（東京大学他） ６６ （７５）

民間（ 株）イトーキ他） ７ （５）（

合計 ９５ （１０９）

研修終了時に研修生に対して行ったアンケート調査によると 「研修に満足できた」と、

の回答を得た。アンケート結果は、今後研修生の受け入れ態勢を検討する際に参考とする

など、ニーズに応えた受託研修となるよう積極的に取り組んだ。

また、海外からの研修生は、 関係の個別対応で 名、 集団研修森林研究コJICA 14 JICA
ースⅡの研修生として 名（ブルキナファソ、マダガスカル、パプアニューギニア、フィ5
リピン、ジンバブエ各国 名、 ）を受け入れるなど、計 名を受け入れ1 17.8.29~17.11.18 60
た。その結果、各研修生の研究業務の推進や交流・友好関係の進展に寄与できた。また、

研修制度の点検のため、試行的に研修生に対するアンケート調査を行った。

研修生受入れ数の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

受託研修生受入数 １０１ １０２ １０９ １０９ ９５

海外(JICA等)受入 １０２ ７２ ７９ ７０ ６０

合 計 ２０３ １７４ １８８ １７９ １５５
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当年度の研修生の受入数が少ない理由としては、受け入れ自体が要請に基づくものであ

ODA JICAり年度ごとにばらつきがあるためであるが、近年においては 予算の減少による

プロジェクト数の減少の影響も大きい。

外部からの依頼により研修講県、民間等からの技術指導等への講師派遣については、

主な依頼元は、森師として 回の派遣を行った。これはこの 年間で最多である。298 5
、 、 、 、 、 、林技術総合研修所等の国の機関 国公立及び私立大学 高校 小学校 博物館 都道府県

市町村、民間研究機関、林業関係団体、農業関係団体、漁業関係団体、 であり、本NPO
所のほとんどの研究領域と全支所で対応し、内容は多岐にわたっている。

講師派遣数の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

講師派遣数 ２３２ ２１８ ２７１ ２６９ ２９８

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

大学、県を中心に研修生を受け入れて研修を実施したこと、

海外からの研修生に対するアンケート調査による研修内容の点検を行ったこと、

、 、外部からの幅広い講師派遣要請に対して迅速に 可能な範囲の講師の派遣を行ったこと

を評価して、講習の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

講習を実施したことによる効果や改良すべき点についても分析すべきである。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目）４ 標本の生産及び配布

評価単位 ４ 標本の生産及び配布

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

「研究の基礎となる資料として材鑑、植物標本等を生産・保存し、要請に応じて配布す

る （中期計画）ため、。」

・標本の適切な保管等を図るとともに、必要な材鑑について採集を継続し、当所が所有

する標本情報の整備、公開を進める。

実施結果（ 年度実績）17
2 367樹木の標本採集調査を 地点（島根県太田市・邑智郡、岐阜県郡上市）で実施し、

個体から材鑑標本等を採集、保存した。また、外部からの要請に対応し、材鑑、さく葉、

マツノザイセンチュウ等の標本を 点配布した。これまでの主な配布先としては、大9,615
学では東北大学理学部付属植物園に材鑑、さく葉標本及びプレパラート、京都大学大学院

、 「 」農学研究科にマツノザイセンチュウなど 国公立博物館では兵庫県立 人と自然の博物館

に材鑑など、公立試験場では富山県林業技術センターや福岡県森林林業技術センターにそ

れぞれ材鑑標本とマツノザイセンチュウなど、さらに民間企業ではパリノサーベイ株式会

社や株式会社パレオラボへ材鑑標本、ニュージーランド農林省にマツノザイセンチュウ等

が挙げられる。

標本作製・標本配布数の推移

平１３年度* 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

５３１ ４６１ ４２６ ３０４ ３６７標本作製数（個体）

２，８７６ ５，１６１ ２，５７３ ４，５３４ ９，６１５標本配布数(点)

平１３年度は、採集調査地以外に本所樹木園から標本を採集

当年度に標本配布数が特に多くなった理由としては、富山県林業技術センター、オラン

ダ国立標本館ライデン分館、米国林産研究所及びベルギー王立中央アフリカ博物館に、そ

れぞれ材鑑標本を 点、 点、 点及び 点配布したためである。1,166 1,393 1,293 1,215

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

外部からの要請に応えるよう標本の採集を実施するとともに、昨年以上の点数を配布す

、標本の生産及び配布の単位をａ評定とした。ることができたことを評価して

評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目）５ 行政、学会等への協力及び国際協力

評価単位 ５ 行政、学会等への協力及び国際協力

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

「行政機関への協力、関連学会への参加による科学技術発展への寄与、国際貢献の観点

から国際機関への参加、国際協力事業団への研究者の派遣などを行う （中期計画）た。」

め、

・林野庁委託の「森林吸収源データ緊急整備事業 「森林吸収源としての保安林管理」、

情報緊急整備事業」及び「森林吸収源計測・活用体制整備強化事業」の 事業につい3
ては、京都議定書の発効に伴い、第 約束期間当初（ 年）より京都メカニズム1 2008
を活用するため、報告手法及び目録の報告様式を準備する。そのために、必要なデー

タの補完、国家データベースの構築、吸収量の算定手法の確立等を行う。

・新潟地震の地滑り対策等の国内の災害及びインド洋津波被害対策等国内外の災害対策へ

の対応等、国内外への専門家の派遣要請には積極的に対応する。

・日本森林学会、日本木材学会等の学会活動へ参加し、森林・林業・木材産業に関する科

学技術の発展に寄与する。

実施結果（ 年度実績）17

温暖化対策に関しては、昨年同様森林総合研究所内に設置した「吸収量検証プロジェク

ト事務局」を活用し、温暖化対策に関する総合的な管理運営体制をとった。

「森林吸収源データ緊急整備事業」については、面積精度調査及び蓄積精度調査の取り

纏めを行い、その結果に基づいて吸収量予測のための収穫予想表の調整を行った。また、

国家森林資源データベースを開発するとともに、都道府県の森林簿データのデータコンバ

ータ・プログラムを開発した。

「森林吸収源としての保安林管理情報緊急整備事業」については、保安林を京都議定書

の 条 項で定めた 年以降の追加的人為活動（森林管理、植生回復、農地管理及び3 4 1990
牧草地管理の中から選択）による吸収・排出量に計上できる森林として適用するための検

討を行った結果、衛星デジタル画像を用いた保安林管理手法によって保安林制度の適切な

運用が確保され、 条 項に規定する森林に成りうることを示した。3 4
「森林吸収源計測・活用体制整備強化事業」については、 年末における森林現況1989

図（デジタルオルソ）について、昨年度までの整備域をあわせ総計 万 の整備面37.15 km2
積を完了した。また、地上部 カ所、地下部 カ所で森林バイオマスデータの収集・分70 42
析を行い、拡大係数と地下部比のパラメータを得た。容積密度については総計 サンプ738
ルを分析することにより、二酸化炭素の吸収量を算出するパラメータデータとしての信頼

性を高めることができた。

「クリーン開発メカニズム 植林基礎データ整備」については、バイオマス調査結(CDM)
果から成長予測の汎用推定式を得た。 の社会経済調査に関わるコストを検証した。CDM
また、これらの成果については、 のサイドイベントにおいて発表した。COP11
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「森林衰退状況調査」については、 県で補足調査を行ったところ、極端な森林の衰退9
は見られなかった。近年、衰退が見られる森林は、その原因が保育遅れによる過密にある

ことを明らかにした。丹沢山地のブナ林の衰退は対流圏オゾンと水分ストレス、ブナハバ

チの複合的に作用したことが原因である可能性を示した。

行政等への協力、国内外への専門家派遣及び学会活動への参加については、林野庁、地

方公共団体等の行政機関や林業関係団体等が行う委員会に依頼に応じて職員を派遣すると

ともに、日本森林学会、日本木材学会、日本地すべり学会、砂防学会、森林利用学会等の

役員、専門委員会委員に就任してこれらの業務分担を行うなど学会活動に積極的に貢献し

た。依頼出張による派遣回数は、 回であった。1,590

依頼元と派遣件数（括弧内は平１６年度件数）○

依頼元 件数

国・地方公共団体等 １，０６７（１，０１７）

財団法人・社団法人等 ４９４（ ５４７）

その他 ２９（ １８）

１，５９０（１，５８２）

依頼出張回数の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

１,８７１ １,８６８ １,７９９ １,５８２ １,５９０依頼出張回数

また、台風の豪雨災害や雪崩災害等の発生時には、林野庁及び県からの緊急要請に応じ

て、山地災害の専門家を派遣し、災害の原因究明、二次災害防止、応急対策等への助言・

指導を行った。具体的な緊急災害対応としては、 月に九州で発生した台風 号災害、9 14
平成 年豪雪に関連した雪崩危険箇所点検調査及び鶴の湯温泉の雪崩災害の現地調査、18

10 13 16 8 8大月市山火事現地調査など、合計 件延べ 名の職員を派遣した （ 年度 件延べ。

）名

日本の政府機関や法人、外国機関等との国際協力を進めるため、各機関からの要請に応

じ、国際機関（ 等）主催の専門家会合委員、国際協力機構（ ）短IPCC ISO ITTO JICA､ ､

期専門家、国際農林水産業研究センター（ ）林業プロジェクト短期在外研究員等JIRCAS
として平成 年度中に 名の専門家を カ国へ派遣した。ただし、 による専門家17 56 18 JICA
派遣人数は、近年、 予算削減という背景により引き続き減少している。ODA

○ 専門家の派遣先・種別と派遣人数

（括弧内は平成１６年度）派遣先・種別 派遣人数

１ 国際機関（ＩＰＣＣ、ＩＳＯ等）主催の専門家会合等 １８ （１６）)

２ 国際協力機構（ＪＩＣＡ）の短期専門家 １２ （１５）)

３ 国際林業研究センター（ＣＩＦＯＲ）の上席研究員 ０ （ １）)

４ 国際農林水産業研究センター（ＪＩＲＣＡＳ）の ６ （１４）)

林業プロジェクト短期在外研究員

５ 森林総合研究所依頼出張制度 ２０ （１５）)

合計 ５６ （６１）
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また、派遣対象国は、大韓民国、中華人民共和国、ベトナム、タイ、マレーシア、イン

ドネシア、ロシア、デンマーク、ベルギー、オーストリア、ドイツ、フランス、カナダ、

アメリカ、メキシコ、チリ、ニュージーランド、フィジーであった。

○ 海外協力のために派遣した職員数の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

海外派遣人数 ９７ ７５ ７８ ６１ ５６

（JICA専門家・調査団員数） (５６) (３６) (３１) (１５) (１２)

上記以外 (４１) (３９) (４７) (４６) (４４)

また、国際協力機構（ 、国際林業研究センター（ 、国際農林水産業研究セJICA CIFOR） ）

ンター（ ）の国際技術協力・共同研究プロジェクトに対しては、プロジェクトごJIRCAS
7 JICAとに 所内支援委員会 を設け プロジェクト推進を積極的に支援した さらに 件の「 」 、 。 、

プロジェクトにおける「国内支援委員会」に委員等として参画し、プロジェクト推進を積

極的に支援した。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

森林吸収源事業では、 事業のいずれも事業計画に沿って実施し、データ蓄積がかなり3

進んで着実に成果をあげていること、

行政対応では、台風 号や 年豪雪など災害調査に対して派遣する職員の安全を確保14 18
、しつつ迅速に対応したほか、各種学会活動にも貢献したこと

国際機構による専門家派遣人数は 予算削減という外的要因により減少傾向が続いODA
ているが、それ以外では派遣を着実に行ったこと、

国内支援委員会、所内支援委員会等を通じて、積極的に支援活動を実施したこと、

行政、学会等への協力及を評価し、吸収量検証事業に大きな成果を収めているので、

び国際協力の単位をａ＋評定とした。

評価委員会の意見等

森林吸収源データ緊急整備事業に貢献した。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目）６ 成果の公表、普及、利活用の促進

評価単位 ６ 成果の公表、普及、利活用の促進

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

「成果の利活用の促進を図り、成果の公表・普及を研究論文、学会参加発表を始めとし

た各種媒体により積極的に行うとともに、知的所有権の取得と利用の促進に努め、効率的

な維持管理を図る （中期計画）ため、。」

・普及に移し得る研究成果、技術成果の公表を図る。

・ 等規格策定のための各種委員会等に積極的に委員を派遣するとともに、データ等JAS
の研究成果を提供する。

・国内及び外国の学会、研究集会へ積極的に参加させ、研究成果の発表を促す。

・研究成果については 「研究報告 「研究の森から」等の印刷物、ホームページを通、 」、

じて情報提供するほか、プレスリリースによる報道に努める。また、環境報告書を作

成し、所の研究活動の環境面での貢献をアピールする。

・森林総合研究所創立百周年にあたって、記念シンポジウム及び記念事業を行う 「も。

りの展示ルーム」の展示等を随時更新し、一般公開時や夏休み期間中等に活用する。

、 、 。また 一般公開等のような重要な業務については 所全体で対応する態勢で取り組む

・特許等の知的所有権の取得及び利用の促進に努める。

実施結果（ 年度実績）17

普及に移し得る成果の公表に関しては、公刊図書に 件（木材科学ハンドブック、木132
のびっくり話 、森林土木ハンドブック第７版、森林の生態学等 （平 年度 件、100 13 147）

平 年度 件、平 年度 件、平 年度 件）を寄稿した。14 214 15 202 16 163
また 森林総合研究所が主催または共催したシンポジウム・研究集会は 公開講演会 人、 、 「

は森の生き物に何ができるか 攪乱の影響と多様性の保全 、ワークショップ「北方天然- -」
林における持続可能性・活力向上のための森林管理技術の課題 「間伐が森林の水土保」、

全機能に及ぼす影響 、創立 周年記念シンポジウム「未来に求められる森の恵み 夢」 100
研究への提言 、公開シンポジウム「屋久島の森林の成り立ち ヤクスギとヤクタネゴヨ」

International Conference on Forest Environment in continental river basins;with a focusウの森 、」

等 件（平 年度 件）であった。第一期中期計画（ 年間）に沿on the Mekong River 24 16 10 5
った重点研究分野の主要な研究成果を研究成果集として編集刊行する計画を進めており、

刊行後には関係各機関へ配布するとともに、主なものについてはホームページ上に公開の

予定である。

等の委員会への派遣については、製材、集成材及び合板の日本農林規格（ )にJAS JAS
係る技術協議のために当所研究員をアメリカに派遣するとともに、国連の国際規格

(ISO)/TC89 IPCC2006（木質面材料技術委員会）への専門委員としてのドイツへの派遣や

年ガイドライン改訂のための執筆者会合のオーストリアへの派遣等、研究・技術成果を各
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種規格作成の基礎資料として提供した。 の国内委員会には、 などの委員としてISO TC89
参加し、きのこの の検討委員会、針葉樹の構造用製材の等の 規格見直し委員会やＪＡＳ JAS
認定工場の審査委員会など木材・建築関係の大臣認定や製品認証の委員としても参加し

た。

また、木材利用の拡大のための木材自主表示委員会への委員の参加や、山村振興の一環

として森林セラピー基地やロード選定委員会等に当所研究員を派遣し、全国の市町村・民

間企業等からの森林セラピー基地への応募と認定に係る助言、指導を行った。

国内及び国外への学会参加については、国内外の学会・シンポジウム等に参加し、口頭

及びポスターにより 件の発表を行った。887
、 、 、主な大会としては XVII International Botanical Congress The International Forestry Review

Seventh international carbon dioxide conference proceedings Proceedings of International、

Conference on Forest Environment in Continental River Basins International Symposium on Wood、

、日本森林学会大会、日本応用動物昆虫学会大会、日本生態学会大Science and Technology
会、日本地すべり学会、日本昆虫学会大会等である。

学会等での発表件数の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

８８７学会等発表件数 ８０２ ９９８ ５７３ １３１５

61 58国際学会等が主催する国際研究集会での研究発表のためには、 名（運営費交付金

名、その他 名）を海外へ派遣した（平 年度 名 。 また、研究交流法で 名が 国3 68 44１6 ）

際学会等に参加した（平 年度 名 。16 39 ）

*出張及び研究交流法参加者合計数国際学会等参加者数の推移*

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

８８ ７８ ６１ １０７ １０５国際学会参加者数

研究成果についての情報発信、百周年記念事業、環境報告書等については 以下に示す、

ような多くの印刷物の公表、シンポジウムや展示、講座や教室の開設、ホームページによ

る情報提供を行った。森林総合研究所環境報告書においては、当所が取り組んでいる環境

研究の紹介や環境・安全マネジメント、環境負荷の実態や環境コミュニケーションの活動

などについて幅広く紹介し、環境配慮の取り組みを推進していることを示した。特に、当

年度には、百周年事業の一環として「森林総合研究所百年のあゆみ」などを発行した。ま

た、展示にあたっては、展示物を随時更新するよう努め、一般公開では、本支所を含め、

研究職員、一般職員及び技術専門職員が一体となって説明や案内を行った。

研究所の成果の公表の概要は以下のとおりである。

（ ）は平成 年度実績○ 印刷物 16

「研究報告」 本 所 ４回 （4回）

「年報」 本・支所 ７回 （7回）

「所報」 月 刊 １２回 （12回）

「研究情報」等 支 所 ２４回 （24回）
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「研究の森から」 本 所 １２回 （12回）

「森林総合研究所百年のあゆみ 「森林総合研究所百年の事蹟 「森林総合研究所百年の成果集」」 」

○ 公開等

百周年記念シンポジウム（本所）および研究成果発表会

本・支所 ５回（4回） ８５７人（928人）

「一般公開」 本・支所 ４回（5回） ３２５４人（2,222人）,

（ 九州支所・九州農試との合同公開を含む）*

多摩森林科学園 ７５４７１人（90,146人）,

○ イベント等を通じた展示

「 」、「 」、「 」、「 」、森林の市 つくばリサーチギャラリー常設展示 林野庁中央展示 アグリビジネス創出フェア

「つくばテクノロジーショーケース 「つくばリサーチギャラリー特別企画展示」」、

○ 教室

「森林講座」 多摩・北海道・九州 １８回（18回）

「森林教室」 多摩 ８回 （8回）

「つくばちびっ子博士」 １回 （1回） ８９０人（1,107人）

「つくば科学フェスティバル」 １回 （1回）

「サイエンスキャンプ 「子ども樹木博士 「夏休み昆虫教室」」、 」、

○ ホームページへのアクセス件数は以下のとおりである。

本所 件 （359,785）418,759

支所 件 （599,629）726,415

合計 件 （959,414）� � 1,145,174

ホームページ「研究最前線」コーナーには年間を通して計 件を掲載し、情報発信シ38
ステムとして定着させたほか、プレスリリースを前年度より 件多い 件行った。当所1 14
の研究情報が新聞報道された件数は、当年度は 件であり、 またはラジオにより報283 TV
道されたものは 件であった。主なものとしては、三宅島の緑の回復へのオオバヤシャ49
ブシと共生菌の組み合わせ効果や森林セラピーの抗がんタンパク質の増加効果に関するも

のなどが挙げられる。また、リサーチギャラリー特別企画展示「森の力」においては、企

画段階から主導し、つくば市における農林研究機関の広報としての役割を果たした。

また、当研究所内にある「もりの展示ルーム」の展示内容の見直しについては、昆虫や

森林微生物の標本、野生動物の剥製など展示物の追加・更新と、夏休み期間中に来訪する

小学生から中学生を対象に、解りやすい説明パネルの設置や実際に触れることのできる剥

製の展示を行った。さらに一般公開のような重要な業務への所全体での取り組みについて

は、広報委員会において最近の研究成果から一般向けな課題を選出し、正面玄関ホールに

て最新の研究成果のパネル展示を行い、その課題担当者が来訪者に説明を行った。また展

示ルームや研究施設の見学ツアー、樹木園案内などは研究者を説明員として対応を行い、

受付業務などは、総務部・企画調整部が対応した。

特許等の知的所有権の取得及び利用の促進については、研究職員の知的財産権取得に関

、 、 「 」 「 」する啓発のため 講演会 研修会等の案内を サイボウズ 掲示板 及び 連絡調整会議
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。 （ ） 、 （ ）などで周知した 件 平成 年度 件 の講演会などに 延べ 名 平成 年度 名5 16 6 7 16 9
が参加した。また、今年度は所内において外部から講師を招き 「特許周辺・最近の話題、

について」と題した講演会を開催し、約 名の聴講者があった。70
）、 （ ） 。今年度の特許出願総件数は国内 平成 件 国外 件 同 件 であった10 16 1 0件（ 年度15

また、登録総件数は国内 件（平成 年度 件 、国外 件（同 件）であった。出願件8 16 3 1 4）

年度8数は低下したものの、所員からの特許出願に関する相談は今年度は 件（平成16 16
件）あり、その内 件が今年度出願済み、 件については 年度第 四半期中には「職6 3 18 1
務発明委員会」に諮る予定である。前年度に相談を受け進行していたものなどを含め、特

許取得への意欲は高まってきている。

特許等研究成果の普及を目的として、昨年度から開催されている「アグリビジネス創出

フェア」に 件出展し、内 件についてはその後マスコミに取り上げられた。また 「つ6 3 、

くばテクノロジー・ショーケース 「第 回産学官連携推進会議」及び「 特許流通」、 4 2005

フェア」にそれぞれ 件出展するとともに、日経新聞の「技術移転情報面」には公開とな1
った特許の内 件を投稿し、茨城県中小企業振興公社のホームページ「特許情報」にも新3
たに特許となった 件を情報提供するなど、企業への技術移転のために取り組んできた。3
なお、今年度には、新規に実施許諾契約を 件締結することができた。その他としては、2

35 16 25 32 16当所の著作物の転載許可申請が 件（平成 年度 件）あり、その内 件（平成

年度 件）に対応した。24
また、共同研究の成果としては、大学と「農林水産廃棄物から高機能性プラスチックの

原料となる化合物の製造方法 、企業と「角材の乾燥方法」などを特許出願した。このう」

「 」 、 、 。ち 角材の乾燥方法 については 製品化に向け 今年度新たに実施許諾契約を締結した

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

研究成果の公表について図書への寄稿、創立百周年シンポジウムを含む国際シンポジウ

ムなどの開催も定着してきたこと、

木質資源や森林利用の観点から行政が行う技術標準策定のための委員会等に参加し、森

林総研として成果の提供を行っていること、

国内及び国外への学会参加については、着実に実績を残していること

研究成果についての情報発信については、百周年記念事業、環境報告書等の多くの印刷

物の公表、シンポジウムや展示、講座や教室の開設、ホームページによる情報提供を行っ

たこと、

特許申請数増加への取り組みと、申請及び登録の新規の実績がみられること、

を評価し、成果の公表、普及、利活用の促進の単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

・ 公表によく努力している。

・ 公表による外部の反応について整理し、次回の公表に生かされたい。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（共通評価単位用）

（大項目）第３ 予算、収支計画及び資金計画

評価単位 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係わる取り組み

（支出の削減についての具体的方針及び実績等）

評価単位に係る業務の実績に関する概要

・電気の受給契約の見直しを行い、契約基本料金の引き下げ、複数年契約の実施等に取り

組み、電気料金の縮減を図った。

・車両の更新時に車両の状態、走行距離等を考慮し、保有する自動車 台の更新を 年間1 2
延長して車両に係る経費の削減を図った。

・一部の照明器具を省エネ型に、また、トイレ、更衣室などに人感センサー式を採用する

など省エネ対策により、電気使用量を削減した。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由：

電気の受給契約の見直しや、一部照明器具の省エネ対策を図ったことにより、電気料金

を削減出来たこと。また、車両の更新を車両の状態等考慮し、車両経費の節減を図ったこ

となどからａ評価とした。

評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（共通評価単位用）

（大項目）第３ 予算、収支計画及び資金計画

評価単位 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係わる取り組み

（受託収入、競争的資金及び自己収入増加についての具体的方針及び実績等）

評価単位に係る業務の実績に関する概要（必要に応じて参考資料を添付）

の概要年度計画

・農林水産省をはじめ文部科学省、環境省等、他省庁の公募研究プロジェクトに積極

的に応募し、競争的資金の獲得を図るとともに、他機関との連携協力を強化し、分

野横断的な総合プロジェクトを提案し、委託費の獲得を目指す。

実施結果（１７年度）

外部資金獲得を積極的に進め、農林水産省をはじめ、林野庁や環境省等の研究プロジェクト

に積極的に応募し、競争的研究費の獲得を図った。その結果、農林水産省７課題（緊急課題即

応型調査研究１課題及び組み替え新規１課題を含む）、環境省 課題（関東地方事務所の単14
年度課題１課題を含む）及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 の(NEDO)
「荒廃地における持続可能型バイオマスエネルギー資源創出技術の研究開発」等の新規委託を

受けた。 また、文部科学省の科学研究費補助金に対して本年度も積極的に応募し、 課題の22
新規採択を受けた（研究分担課題、延期課題及び転入者の課題を除く）。

地域社会の特性に基づいた里山ランドスケープの保全・利活用に関するワークショップ

等を開催するなど、予算獲得に向けた各種研究集会を開催した。

( )内は平成１６年度の数値

項 目 件 数 金額(百万円)

政府等受託＊ ７３( ６６） ２，７６４(１，８９０）

受託研究 ９( ９) ５９( ３８)

助成研究 １１( ５) ３３( ７)

科学研究費による研究 ５１( ３７)** １４５( １０８)

合 計 １４５(１１７) ３，００１(２，０４３)

。** 科学研究費による研究：５１件のうち２２件が平１７年度新規課題である

＊ 政府等受託の内訳

( )内は平成１６年度の数

委託先省庁 件 数 金額(百万円)

農林水産技術会議 ２１ (１８) ５４８（５３５）

林野庁 １８ (１６) １，５８４（７６７）

環境省 ２０ (１４) ４４６（３９５）

文部科学省 ６ ( ７) ８５（ ９５）

その他 ９ (１１) １０１（ ９８）

合 計 ７３ (６６） ２，７６４（１，８９０）

なお、外部資金獲得状況の推移を参考資料 に示した。2
（参考：年報 Ⅲ資料 ４－２、４－３、４－５、４－７）
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ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由：

全体として金額は著しく増加したが、多くは林野庁の事業費である。しかし、それ以外

、 、 、 、の競争的資金も 農林水産省は増加 環境省は大きく増加したことを評価し 受託収入

競争的資金及び自己収入増加に係わる取り組みの単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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参考資料２

外部資金の獲得状況の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度

年度 件 金額（百万 件 金額（百万 件 金額（百万 件 金額（百万 件 金額 （百万

数 円） 数 円） 数 円） 数 円） 数 円）

項目

* 2,764政府等受託 54 1,016 62 1,359 63 1,791 66 1,890 74

59受託研究 1 2 9 18 10 18 9 38 9

33助成研究 1 1 7 9 9 8 5 7 11

145科学研究費 - - 13 48 24 67 37 108 50

による研究

合 計 3,00156 1,019 91 1,434 106 1,884 117 2,043 144

*政府等受託の内訳の推移

平１３年度 平１４年度 平１５年度 平１６年度 平１７年度年

度 件 金額 件 金額 件 金額 件 金額 金額件

数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円） （百万円）数

項目

農林水産技 54854 390 14 535 18 476 18 535 21

術会議

林野庁 1,5841 82 12 70 16 682 16 767 18

環境省 4461 379 22 496 13 379 14 395 20

文部科学省 85- 139 8 209 7 146 7 95 6

その他 10127 6 49 9 108 11 98 9

合 計 2,76454 1,016 62 1,359 63 1,791 66 1,890 74
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平成１７年度評価シート（共通評価単位用）

（大項目）第３ 予算、収支計画及び資金計画

③ 法人運営における資金の配分状況評価単位

（人件費、事業費、一般管理費等法人全体の資金配分方針及び実績、関連する

事業の状況、予算決定方式等）

評価単位に係る業務の実績に関する概要

・法人運営の資金配分は、研究に係わる業務費を重点的に配分することを念頭に取り組ん

だ。

・一般管理費については、施設の保守等に必要な義務的経費を確保し、その他の経費を縮

減するという基本的な考え方にたって、項目毎に支出の必要性を精査した上で、資金配

分した。

・業務費のうち、緊急に対応すべき課題のために管理する特別研究費については、新たに

課題の運営費交付金プロジェクト及び 課題のフィージビリティスタディを設定し、５ 4
資金の配分を行った。

・一般研究費については、課題毎の研究成果を加味した傾斜配分を行うとともに、評価結

果による原資の再配分を行った。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由：

、 、資金の配分については 重点配分及び傾斜配分など適切な配分がなされたことを評価し

受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係わる取り組みの単位をａ評定とした。

評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第６ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

（中項目）１ 施設及び設備に関する計画

評価単位 １ 施設及び設備に関する計画

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

当年度における施設・設備の改修予定は、エネルギーセンター自家発電設備改修 、給

水配管設備改修及び研究本館他アスベスト改修であった。

実施結果（ 年度実績）17
施設及び設備について、老朽化による研究業務への影響を考慮する観点から改修の箇所

及び内容を選定し、平成 年度において、エネルギーセンター自家発電設備改修及び給17
水配管改修の必要な整備を計画どおり実施した。これらの改修により、中期計画に基づく

研究分野での取り組みなどをより進展させるよう環境整備を行った。

・エネルギーセンター自家発電設備改修（本所） 千円114,007
設置後 年を経過していることから、老朽化対策として機器類の更新を行い、急な28

停電時に自家発電設備が正常に稼働することにより研究用機器や保安用機器に給電を行

い、より安定した研究環境や災害時の安全確保が可能となるよう整備を行った。

・給水配管改修（九州支所） 千円39,882
設置後 年が経過し、配管腐食による漏水や水質悪化が見られたことから、老朽化38

対策として配管類の更新を行い、研究推進上必要でかつ安全な水を安定して供給出来る

環境の整備を行った。

・研究本館他アスベスト改修

本所研究本館、別棟及び北海道支所の一部にアスベスト含有の吹付け材が使用されて

いるため、吹付け材の除去又は封込めするものであるが、今年度は工期の関連から設計

外注のみ行った。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

中期計画に定められている施設設備について、平成 年度に予算化した施設の改修を17
計画どおり実施出来たことを評価してａ評定とした。

評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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平成１７年度評価シート（評価単位用）
（大項目）第６ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

（中項目）２ 職員の人事に関する計画

評価単位 ２ 職員の人事に関する計画

評価単位に係る業務の実績に関する概要

年度計画の概要

・業務運営を効率的に進めるとともに、業務に必要な要員を確保する。中期目標に掲げら

れている常勤職員数の削減を行う。

・研究職員の採用計画について、任期付き任用の具体化を進める

実施結果（ 年度実績）17
人事に関する計画については、中期計画に定めた職員削減数 名に基づき削減するな27

ど適切な管理を行うとともに、業務内容や業務状況に即した要員配置に努め、円滑な業務

運営を図った。

・採用管理については、 退職及び出向の状況を勘案し、 名分の補充を見合わせ、計5
画期間内の削減計画を確実なものとする。 研究部門については、各研究領域、支所にお

ける研究体制及び中期計画に基づく研究課題を勘案し、公募選考採用により専門的知識を

有する研究者 名を採用するなど、研究体制の充実を図る。 一般管理部門については、15
業務状況や組織としての継続性等を勘案し、試験採用により 名を採用する。等の措置を5
講じたところである。

・要員配置については、 総務部・企画調整部に関連する一般管理部門については、業

務内容・業務量等の状況や係等の組織の設置状況を踏まえて、適材適所を旨とした配置を

行う。 研究部門については、研究領域、支所等の研究体制及び中期計画に基づく研究課

題の達成等を勘案し、研究職員を適切に配置する。等の基本的な考えに立って適切な時期

に人事異動を行うなど、円滑な業務運営に努めた。なお、今中期計画期間中の人員配置状

況の経年比較を参考資料 に付した。任期付き任用については、中期目標及び中期計画の3
事項ではないが、採用管理上の課題として年度計画に掲げたところであり、森林・林業と

言う長期的研究の特性をふまえて、任期付き任用での採用可能な研究分野及び研究業務の

選定など、引き続き実現に向け検討を行っている。

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評定

評定理由

職員の適正配置については、中期計画に定める職員の削減計画の達成を確実なものとし

たこと、業務に必要な要員を適材適所を旨として人事管理を行ったことを評価して、ａ評

定とした。

評価委員会の意見等

ａ＋ ａ ｂ ｃ ｄ評価委員会評定
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参考資料３

人員の配置状況の経年比較（期首／期末）

年 度 １３ １４ １５ １６ １７

区 分

１３８ １３５ １３１ １２５ １２６

総務部門

１３６ １３０ １２８ １２６ １２８

一般職員

４８ ４８ ４８ ５１ ５１

企画部門

４８ ４７ ４８ ５１ ５０

３１ ３１ ３１ ３０ ２９

技術職員

３１ ３１ ３１ ３０ ２８

４７２ ４７２ ４６１ ４５３ ４５１

研究職員

４７４ ４６９ ４５７ ４５５ ４５７

１ ０５ １ ３５. .
再任用職員

１ ０５ １ ３５. .

６８９ ６８７ ６７１５ ６６０ ６６０５. .
合 計

６８９ ６７８ ６６４５ ６６３ ６６６５. .

（注）

１．期首は各年度の 現在の職員数４．１

２．期末は各年度の 現在の職員数３．３１

３．再任用職員については、週 時間勤務であるため、 人と換算２４ １人当たり０．５
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平成１７年度 具体的指標の自己評価シート 総括票
評価 具体的指標の評価結果

単位 予定 半分大項目 中項目（評価単位）

の評 以上 達成 概ね 以上 未 要

定 達成 達成 達成 達成 改善

１ ５第１ 業務の効率化 a
１ １業務運営 競争的研究環境の整備 a+

１の効率化 施設、機械の効率的活用 a
４に関する 研究の連携・協力 a
５ １目標を 研究支援業務の効率化及び強化 a
４達成する 事務の効率的処理 a

ためとる

べき措置

１３ア 森林における生物多様性の保全に関する研究 a
２０イ 森林の国土保全、水資源かん養、生活環境保 a

全機能の高度発揮に関する研究

１４ウ 森林に対する生物被害、気象災害等の回避・防 a
除技術に関する研究

１５第２ エ 多様な公益的機能の総合発揮に関する研究 a
１ ２１ １国民に対 オ 地球環境変動下における森林の保全・再生に a+

関する研究して提供

１ １６するサー カ 効率的生産システムの構築に関する研究 a
１ １１ビスその キ 森林の新たな利用を推進し山村振興に資する a

研究他の業務

１３ １の質の向 ク 木質資源の環境調和・循環利用技術の開発に a+
関する研究上に関す

１４る目標を ケ 安全・快適性の向上を目指した木質材料の加工 a
・利用技術の開発に関する研究達成する

１ ９ １ために コ 生物機能の解明と新素材の開発に向けた研究 a
４とるべき サ 森林・林業・木材産業政策の企画立案に資する a

研究措置

１きのこ類等遺伝資源の収集、保存 a
１分析及び鑑定 a
２講習 a
１標本の生産及び配布 a

１ ２行政、学会等への協力及び国際協力 a+
６成果の公表、普及、利活用の促進 a
１第３ 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係わる a

予算収支 取り組み

１計画及び 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係わ a
資金計画 る取り組み

１法人運営における資金の配分状況 a
１第６ 施設及び設備に関する計画 a

その他農

１ １林水産省 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効 a
令で定め 率化に関する目標を含む）

る業務運

営に関す

る事項
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平成１７年度 大項目の評価

大項目 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

評定 評価単位

ａ 業務の効率化

ａ＋ 競争的研究環境の整備

ａ 施設、機械の効率的活用

ａ 研究の連携・協力

ａ 研究支援業務の効率化及び強化

ａ 事務の効率的処理

達成割合 又は (６×１)＋ ( × )＋ 又は ( ×０)a+ a b 0.5 c d
＝ １００％

６

評定 Ａ＋ Ａ Ｂ Ｃ
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大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

評定 評価単位

ａ＋ ア 森林における生物多様性の保全に関する研究

ａ イ 森林の国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の高度発揮に関する研

究

ａ ウ 森林に対する生物被害、気象災害等の回避・防除技術に関する研究

ａ エ 多様な公益的機能の総合発揮に関する研究

ａ＋ オ 地球環境変動下における森林の保全・再生に関する研究

ａ カ 効率的生産システムの構築に関する研究

ａ キ 森林の新たな利用を推進し山村振興に資する研究

ａ ク 木質資源の環境調和・循環利用技術の開発に関する研究

ａ ケ 安全・快適性の向上を目指した木質材料の加工・利用技術の開発に関する

研究

ａ コ 生物機能の解明と新素材の開発に向けた研究

ａ サ 森林・林業・木材産業政策の企画立案に資する研究

ａ きのこ類等遺伝子資源の収集、保存

ａ 分析、鑑定

ａ 講習

ａ 標本の生産及び配布

ａ＋ 行政、学会等への協力及び国際協力

ａ 成果の公表、普及、利活用の促進

達成割合 又は ( ×１)＋ ( × )＋ 又は ( ×０)a+ a 17 b 0.5 c d
＝ １００％

１７

評定 Ａ＋ Ａ Ｂ Ｃ
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大項目 第３ 予算、収支計画及び資金計画

評定 評価単位

ａ 経費(業務経費及び一般管理費)節減に係わる取り組み

ａ 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係わる取り組み

ａ 法人運営における資金の配分状況

達成割合 又は (３×１)＋ ( × )＋ 又は ( ×０)a+ a b 0.5 c d
＝ １００％

３

評定 Ａ＋ Ａ Ｂ Ｃ

大項目 第６ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

評定 評価単位

ａ 施設及び設備に関する計画

（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む）ａ 職員の人事に関する計画

達成割合 又は (２×１)＋ ( × )＋ 又は ( ×０)a+ a b 0.5 c d
＝ １００％

２

評定 Ａ＋ Ａ Ｂ Ｃ
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平成１７年度 総合評価

評定 評価単位

ａ 業務の効率化

ａ＋ 競争的研究環境の整備

ａ 施設、機械の効率的活用

ａ 研究の連携・協力

ａ 研究支援業務の効率化及び強化

ａ 事務の効率的処理

ａ＋ ア 森林における生物多様性の保全に関する研究

ａ イ 森林の国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の高度発揮に関する研究

ａ ウ 森林に対する生物被害、気象災害等の回避・防除技術に関する研究

ａ エ 多様な公益的機能の総合発揮に関する研究

ａ＋ オ 地球環境変動下における森林の保全・再生に関する研究

ａ カ 効率的生産システムの構築に関する研究

ａ キ 森林の新たな利用を推進し山村振興に資する研究

ａ ク 木質資源の環境調和・循環利用技術の開発に関する研究

ａ ケ 安全・快適性の向上を目指した木質材料の加工・利用技術の開発に関する研究

ａ コ 生物機能の解明と新素材の開発に向けた研究

ａ サ 森林・林業・木材産業政策の企画立案に資する研究

ａ きのこ類等遺伝子資源の収集、保存

ａ 分析、鑑定

ａ 講習

ａ 標本の生産及び配布

ａ＋ 行政、学会等への協力及び国際協力

ａ 成果の公表、普及、利活用の促進

ａ 経費(業務経費及び一般管理費)節減に係わる取り組み

ａ 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係わる取り組み

ａ 法人運営における資金の配分状況

ａ 施設及び設備に関する計画

ａ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む）

達成割合 又は ( ×１)＋ ( × )＋ 又は ( ×０)a+ a 28 b 0.5 c d
＝ １００％

２８

評定 Ａ＋ Ａ Ｂ Ｃ
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平成１７年度業務の実績に関する評価シート補足資料

独立行政法人森林総合研究所
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第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 業務の効率化

①主な学会誌は英文誌であるのに、投稿英文数が 未満である。日本森林学会誌が記載50%
されていないが何故か。論文の質の評価を考えてはどうか。

評価シートに挙げた主な学会誌は、研究所が発表した原著論文のうち比較的投稿実績の多い

雑誌名について前段に英文雑誌、後段に和文雑誌をそれぞれ数点ずつ例として挙げたものであ

る。国際化時代において英文誌が重要であることは疑いがなく、国際化への積極的な取り組み

に努めているところであり、国際学会の発表参加者数は、平成 及び 年度には前 年度平16 17 3
均に比べて約 倍、投稿英文数は平成 年度実績で ％となるなど実績が向上してきてい1.5 17 53
る。平成 年度に限っていえば、日本森林学会誌への投稿が比較的少なかったため例示しな17
かった。

②業績評価において研修担当、技術指導、プロジェクトの管理、とくに行政などへの協力な

どをどのように取り入れているのか。研究員個人の業績評価が論文の数だけに陥いらないよ

うにどのような配慮をされているか。業績の質、とくに学術的な側面ばかりでなく実務展開

などの記載が少ない。

研究職員の業績評価は、論文等の研究業績、研究推進上の内部貢献や外部貢献、並びにその

他プロジェクト管理や研究手法の開発等課題遂行上の貢献という４つの側面から同等の重みづ

けをもって評価を行い、総合的な評価を行っている。

外部貢献においては、行政への貢献をはじめ研修講師、各種委員会、海外協力、緊急災害対

応、学会、マスコミ対応等について、評価の対象としている。

なお、各部の評価項目の分類を参考資料に付した。

参考資料

○研究職員の業績評価の係わる評価項目

研究業績の部の記載項目

研究報告・発表（論文（原著、総説 、学会発表、公刊図書、各種報告書（行政、公益）

法人、協会等、プロジェクト成果集 、特許、品種登録・実施許諾等、学位取得、学会）

等の表彰）について、筆頭者あるいはその他で記述。

研究推進の部（内部貢献）の記載項目

項目 貢献内容

研究企画調整業務等 本所企画調整部や支所に所属し研究支援業務に実質的に従

事

プロジェクト研究の企画立案 所提案プロジェクトに対して企画立案の立場で参画し、外部資

金の獲得に努力

業務運営 各種所内委員会に職務指定外で関わり業務運営に参画

所の広報支援 所主催の研究成果発表会等の各種発表会やシンポジウム対

応、一般公開対応、所要請による来訪者対応（所への依頼文書

を伴う）、記者発表対応、森林総研ホームページのデータベー

ス構築等に貢献

研究推進の部（外部貢献）の記載項目

項目 貢献内容

依頼講演・研修講師・教育・指 研修等講師、大学等非常勤講師、海外・国内研修生の受入指

導対応 導、依頼講演などに本人が対応

調査・分析・鑑定依頼対応及 種子発芽率の鑑定、木材・きのこ等の種の鑑定、樹病検査、燃

び標本生産配布 焼試験、抗蟻性試験、材鑑生産など外部から依頼を受けて対

応した分析や鑑定、調査等
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海外研究・技術協力対応 共同研究、技術協力・指導での海外派遣、及び海外出張（研究

(国際研究協力） 集会等への参加を除く）

外部機関との連携協力 行政機関を含む外部機関からの依頼等による委員会及びこれ

(国内共同研究含む） に類するものに各種委員、座長、部会長等として出席

緊急災害対応 緊急災害発生にともない行政機関から要請を受けて対応した調

査等

マスコミ等への対応 新聞・雑誌記事、ＴＶ報道などのマスコミ対応や所への来訪者

への対応（所への依頼文書なしのものを対象）

ＮＰＯ法人等への対応 ＮＰＯ法人やＮＧＯなどへの対応

学会活動・研究集会への貢献 学会への各種役員・委員、学会賞等の選考委員、論文査読審

査等への対応や研究集会開催・運営に事務局等として貢献

課題遂行の部の記載項目

項目 貢献内容
研究遂行上の貢献 【研究の活性化あるいは効率化を指向するもの】

（特段の努力・創意工夫） 個別の課題に関わるだけでなく、研究業務から派生してくる諸

活動

プロジェクト責任者として特記 プロジェクトの成果を出すためにリ－ダとしての特段の努力が評

すべき貢献 価委員会等で認められた場合（例えば、フォロ－アップやステッ

プアップ・プロジェクトへ誘導した場合。運営しているプロジェク

トの予算拡大に努力した場合など）

研究成果情報への貢献 研究成果情報へ研究成果として出し、それが戦略会議で認めら

れた場合

③研究業績が特定の研究員に偏ってはいないか。

業績評価システムを通じて研究職員に対して自己評価と自己点検を行うよう指導し、面談に

より改善点の指摘やアドバイスなどを行っている。業績評価システムの効果的な運用と支援体

制の充実は、業績数の増加だけでなく論文数や博士号の取得者数の向上、科研費など外部資金

への応募、行政や技術指導、ＮＰＯなど外部貢献の充実、さらには研究職員の資質向上などの

面においても全体的な底上げにつながってきていると考えている。

④ 査読付原著論文に森林学会の支部会の論文集がカウントされている場合もあるが 、そ

れぞれの支部論文集の性格を考慮しなければならない。これよりも、著書をもっと評価する

ほうが望ましい。

原著論文については 「学術雑誌等の投稿規定、あるいはそれに類する規程に、論文審査を、

行い掲載の可否を判断する旨の記述があるものを対象とし、論文や短報として審査され掲載さ

れた論文」として定義しており、支部会の論文集を除外する理由とはならないと考えている。

しかしながら、支部会の論文集と主要学術雑誌との間には、内容の量及び質的な違いが認めら

れるものもあり、著書を含めた質的評価基準の変更について検討を進めている。

２ 競争的研究環境の整備

科研費の応募数は多くなっているが、研究者数に比べては少ない。他省庁の大型プロジェク

トが少ない。
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平成14年から文部科学省科学研究費補助金（科研費）への応募が認められたので、科研費の

、 。研究者番号をとるように指導し 科研費への応募に関する説明会を各支所も含め開催してきた

、 、 、その結果 科研費の応募は増加してきたが この他に職員が分担者であるものは毎年28～36件

5年間で162件あった。今後とも同様な取り組みを続けて参りたい。また、他省庁の大型プロジ

ェクトに関しては、総合科学技術会議、各省庁の情報を早期に把握するとともに研究コーディ

ネータを中心としたプロジェクト形成委員会を立ち上げ課題化を立案している。今後も課題化

のプロセスの改善に努めてまいりたい。

４ 研究の連携・協力

民間・大学との共同研究の内訳はどのようになっているか。研究委託が共同研究に比べ著し

く大きいが、本来共同研究的に扱えるものが制度上の制限からこのようになっている可能性

はあるか。

共同研究は、ある研究課題について、第三者と分担して研究を行うものであり、研究費用は

自己負担を原則とし成果についても共同で所有する。これに対して、研究委託は、森林総合研

究所が行う研究課題のうち、研究所自らが行うよりも専門性やコストの面で他に委託する方が

効果的である一部の研究や調査について他の研究機関等に委託して実施するものであり、研究

費用は森林総合研究所が負担し、得られた成果も負担の実情に応じて研究所の所有となる。し

たがって、共同研究と研究委託は本来性格を異にするものであり、共同研究的なものを制度上

の理由から便宜的に研究委託としているものはない。

６ 事務の効率的処理

会計システム 年度からの導入に当たってのマイナス要素とプラス要素がどのように整理18
されているのか。

平成 年度に導入した会計システムについては、ソフトウェアの改良、職員の習熟度の向13
上により、円滑な運営を実現したが、構造的に容量が十分でないため、本所・各支所それぞれ

、 。にサーバを配置して運営したことから 各種機能を向上させる発展性に乏しいきらいがあった

こうした点を踏まえ、平成 年度の新たな会計システムの導入にあたっては、機器の質的18
向上にあわせて大幅に容量を拡充し、本所のサーバで本所・支所全てをカバーするようにシス

テムの機能アップを図り、端末による直接入力を可能とするように改善した。

、 、 、今後は 拡大した機能を有効に活用し 研究室等予算の執行単位から直接入力を進めるなど

より効果的な予算執行に取り組んでいく考えである。

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置

ア 森林における生物多様性の保全に関する研究

個別の研究課題では成果が上がっていると思われるが、生物多様性保全に関する戦略的な取

り組みになっていない。体系化が必要。

生物多様性保全の基本的考え方については、モントリオールプロセス等の国際的な議論の中

で提案されている基準と指標や認証制度などで活用される考え方なども取り入れながら、森林

総合研究所としての戦略を作成して取り組んできたところである。

生物多様性を減少させないように森林を取り扱っていく技術を早急に整備していくというビ

ジョンの中で、戦略的には現在の森林において生物多様性がうまく保たれているかどうかを評
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価する技術の開発、森林などを取り扱った影響が生物多様性に与える影響評価、さらには、す

でに多様性の減少や変化が問題となっている事象に対する具体的な対策の提案を3本柱として

研究に取り組んできたところである。

平成 年度は、とくに体系化に一定の方向をさぐる観点から、生物多様性の考え方や成果17
をまとめて公開講演会という形で発表会を行ったところであり、体系化に向け、広く議論を展

開しながら取り組んでいく考えである。

イ 森林の国土保全、水資源かん養、生活環境保全機能の高度発揮に関する研究

①個々の研究がいかに集積されるかを検討すること。

本分野では、第 期中期計画終了に当たり、全ての課題の主要成果を取りまとめた成果集を1
刊行し、林野庁、森林管理局等の行政機関、及び全都道府県の関連試験研究機関に配布すると

、 、 。ともに 一般への成果の普及と利活用を図るため 森林総合研究所のホームページに掲載した

第Ⅱ期中期計画では、第Ⅰ期で行った個別研究の成果を活かしつつ、さらに発展・統合させ

て、健全な水循環の形成及び多発する山地災害や気象災害の軽減を図るため、環境変動や施業

等が水循環に与える影響の評価技術、山地災害危険度の評価技術、治山施設・防災林等による

被害軽減に関わる技術の開発を推進することとしている。

②個別の研究課題では成果が上がっている。ただし、それぞれが具体的な森林管理の現場で

どのように活用されているのか説明が欲しい。

東京都の「三宅島森林復旧対策調査」事業において、菌根菌等の根系共生微生物を活用し実

用的な緑化技術が導入されたことを明らかにしているが、その他に渓畔林に関する成果につい

ては 「治山・砂防ダム周辺の無立木地における渓畔林造成指針」に採用されている。、

また、崩壊や土石流、地すべり、水資源かん養機能等に関しては、民有林直轄事業に関わる

全体計画策定指針策定調査委員会 「地すべり対策報告会 「水源治山対策に関する技術検」、 」、

討会」等の関連する委員会や検討会、報告書等を通じて、林野庁、森林管理局、都道府県に活

用されるとともに、危険地判定・危険度予測手法、被害軽減対策等について、全国的な問題と

して効率的な治山事業の推進や環境保全的な森林管理に生かされている。

オ 地球環境変動下における森林の保全・再生に関する研究

①個々の研究を統合する方策を考えること。

オ分野の研究は、公募された研究枠での外部資金を獲得したプロジェクト研究であり、個

々のプロジェクトで成果を生み出しているが、個々の研究の統合化にについては、オ分野での

研究推進会議や評価会議等を通じて取り組んでいるところである。また 「基準・指標プロジ、

ェクト」のような国際対応課題は、運営交付金によるプロジェクトを立ち上げ、その中で関連

研究の統合化に資するよう運用しているところである。さらに、海外研究に関しては、研究の

統合化を図るため新たに国際連携推進拠点を組織化したところであり、これらの組織を活用し

取り組んでいく考えである。

②他省庁、関連機関のプロジェクトに関与しているものについては別途評価がなされている

とおもわれるが、どのような協力関係であったのか、森林総研の視点との差異はないか。そ

の違いを明確にしておく必要がある。
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オ分野における外部資金によるプロジェクトについては、プロジェクトを単位に別途委員会

、 。 、等による評価を受けている課題と 文書による評価を受けるだけの課題がある 評価の視点は

森林総研での評価が主に中期計画における研究計画および目標の達成の観点からの評価であ

り、外部の委員会等の評価がプロジェクトの目的の達成にあることから、両者は必ずしも一致

していない。

③技術的な観点を含め、何が特筆されるべき事項なのか、より詳しい説明を願いたい。

海外における持続的な森林管理技術関連では、

①熱帯林生態系の多様性保全に関して、マイクロサテライトマーカーが遺伝子流動の指標とし

て多様性の劣化現象把握に有効であることをマレーシアで初めて実証し、遺伝的多様性の維持

の面から適正な密度管理法を示した。

②違法伐採対策の研究として、葉緑体ＤＮＡの識別マーカー開発、細胞壁厚及び特殊成分を指

標とした南洋材の樹種判別法を開発した。

また、地球環境変動の影響評価と予測関連では、

①温暖化対策に関連して、森林と住宅をあわせた施策影響予測モデルを開発して、全国レベル

で総炭素吸収量増加のためには伐採抑制と複層林推進および住宅の耐久年数向上が効果的であ

ることを明らかにし、将来、温暖化対策の基本となると予想されるフルカーボンアカウンティ

ングへの活用が期待される。

②タワーフラックス観測データを国際的な連携のもとにデータベース化するとともに、森林群

、 、落内の 交換プロセスのパラメータ化を進め 群落スケールでのモデルの妥当性を検証しCO2
森林型や気候などの環境要因が森林の純生産の変動に及ぼす影響を明らかにするなど、森林の

炭素吸収機能評価の科学的根拠として活用可能な成果を得た。

③地球温暖化の影響予測では、植生の生育適域を確率モデルで示す手法を新たに開発し、温暖

化の影響によるブナ林およびスギ林の分布適域の変化予測図を作成し、温暖化に対して脆弱な

ブナ林とスギ林を明確に摘出した。

④土壌炭素変動モデルを植物体を含めた森林生態系の炭素変動を表現できるものに改良し、日

本の森林土壌における有機物の蓄積及び変動予測が可能となったことから、京都議定書報告に

活用できるものに至った。

ク 木質資源の環境調和・循環利用技術の開発に関する研究

開発的な内容であるため達成度の評価は重要と思われるが、現段階での課題、限界をより具

体的に表示してほしい。

、 ） 、開発した技術については それぞれ 企業との共同研究等により実用化に持ち込むレベル1
）実用化の可能性を明確化するためにスケールアップが必要なレベル、 ）実証は行ったが小2 3
規模分散技術に組み込むためのシステム化が必要なレベル、 ）有望ではあるが実用化には時4
間がかかるレベルに分けて研究を推進してきた。例えば、 ）としてバイオマスからの機能性1
食品の製品化、 ）として超臨界処理による木材糖化、 ）として廃材からの建築用面材料の製2 3
造、 ）としてガンマ線照射技術等がある。それぞれのレベルに応じて、共同研究化、新規実4
証プロジェクト化、新規研究プロジェクト化、一般研究等により対応していく予定である。

コ 生物機能の解明と新素材の開発に向けた研究

課題は当初予想される成果が大きく変わる可能性のあるものと思われるが、それはどのよう

に評価、反映されているか。本来ａ＋がもっとあってもいいようにおもわれるが。
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スギの高密度遺伝子地図の作成やポプラゲノムの解析に関する成果については、中期計画当

初の予想を超えた成果として評価しており、これらの成果に対しては主要成果としての公表や

プレス発表を行うとともに、研究予算の傾斜配分等で反映している。

ａ＋の評価システムは平成 年度から導入されたので、導入以前にはａ＋と評価すべきゲ16
ノム解析等に関連する研究成果もａ評価にせざるを得なかった。ａ＋導入後は、ゲノム研究等

の成果に対してａ＋として評価している。

５ 行政、学会等への協力及び国際協力

、 。①本評価単位において 森林吸収事業における実績の説明を記載することに違和感を覚える

「森林吸収源データ緊急整備事業」等については、政府の温暖化対策の一環として林野庁が

担う重要な行政目標達成のための事業として、当研究所が初めて本格的に取り組んできた業務

であり、企画・立案から実施に至る段階で行政への協力を行い、成果をあげたものである。し

たがって、評価にあたっては、本評価単位において各事業ごとに当所が行った協力の内容とそ

れによる実情を明らかにし、自己評価の根拠を明示する意図によるものであることをご理解い

ただきたい。

②派遣件数、人数などの数値から 年度が特に優れているとは言えない。17

派遣件数等の数値的には昨年並みであるが、評定理由にあるとおり、森林吸収源対策事業等

での成果があがってきたこと等を考慮したものである。また、海外派遣は、国際機関主催の専

門家会合への派遣、国際協力機構の専門家派遣等、各機関からの要請に基づくものであり、年

度により要請数に多少がある。特に、国際協力機構からの要請数は、近年、 予算削減にODA
より漸減している。

６ 成果の公表、普及、利活用の促進

公表によって示された反応を整理されることが望まれる。

第Ⅱ期の中期計画においては、以下に示したように「研究成果の公表及び普及の促進」の

項目において 「国民との双方向コミュニケーションの確保」を計画しており、これらを通じ、

て成果の公表・普及の効果をモニターし、整理することでさらなる改善を図っていく予定であ

る。

３ 研究成果の公表及び普及の促進

１）国民との双方向コミュニケーションの確保

・ 研究所が実施する研究成果の広報活動において、メールマガジン、モニター制度

等利用者からの情報を取り込むことができる双方向コミュニケーションを活用し

て国民との情報の共有化を図る。

第Ⅱ期の中期計画）（

第３ 予算、収支計画及び資金計画

経費節減

とくに当年度重視した点を一言で表現されるとわかりやすい。
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平成 年 月に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」により第一種エネルギー管理16 1
指定事業所に指定され、環境影響低減の取り組みが求められた。

このことから、平成 年度は、省エネ資源対策推進委員会を活用し 「省エネの啓蒙活動」17 、

に取り組み、一部に省エネタイプの照明器具やトイレ・更衣室など共通部分に人感センサー式

を採用するなどを計画し、エネルギー消費量のうち特に電気消費量の削減を図った。

また、電気の受給契約の見直しを行い、契約基本料金の引き下げ、複数年契約の実施等に取

り組み、経費の縮減を図った。

外部資金獲得

外部資金は応募型の国の研究資金が主体と思われるが、民間資金の受託研究が少ないのは制

度、運用上での問題はないのか。

民間からの受託研究は少ないが、これは個別に依頼されるものであり、外部からの依頼が少

ないためである。国の行政目的のために設けられた唯一の研究機関であり、大学のように特定

企業等に対して営業的な活動を積極的に行うことには少なからず問題意識があることから大幅

な増加は難しいが、依頼にはできるだけ応じるよう努めている。

資金配分

とくに当年度の重点を一言で示すとわかりやすい。

一般管理費については、年々予算の現状が厳しくなることから、必要不可欠な光熱水料、施

設の保守管理等の経費を確保し、その他の経費を縮減するという考え方にたって、支出項目ご

とに緊急性、必要性、優先度を精査し、資金を配分した。

特に、第Ⅱ期中期目標期間における予算の大幅な減額を踏まえ 「施設・設備の重点的な改、

修」に取り組んだ。

業務費のうち、緊急に対応すべき課題のために新たに5課題の運営費交付金プロジェクト及

び 課題のフィージビリティスタディ課題を設定し 「資金の重点配分」を行った。4 、


